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別添101

通称名 正式名称 種別
1 南元町アパート 同　左 160-0012 南元町４ 所有
2 戸山一丁目アパート 〃 162-0052 戸山１－６－１５ 所有
3 西新宿コーポラス 〃 160-0023 西新宿８－２－３７ 所有
4 百人町コーポラス 〃 169-0073 百人町１－１７－１７ 所有
5 高田馬場コーポラス 〃 169-0075 高田馬場３－４２－１ 所有
6 早稲田南町コーポラス 〃 162-0043 早稲田南町２１ 所有
7 中落合コーポラス 〃 161-0032 中落合４－３－１１ 所有
8 住吉町コーポラス 〃 162-0065 住吉町１５－３ 所有
9 カーサ・ステラ 西早稲田三丁目第１ 169-0051 西早稲田３－４－８ 借上げ

10 ドゥマイベスト 中井一丁目第１ 161-0035 中井１－１０－４ 借上げ
11 オーノハイツ 下落合四丁目第３ 161-0033 下落合４－２３－１２ 借上げ
12 パティオの家 下落合四丁目第４ 161-0033 下落合４－１３－１５ 借上げ
13 田中マンション 大久保二丁目第２ 169-0072 大久保２－２０－９ 借上げ
14 コーポ小島 大久保二丁目第４ 169-0072 大久保２－２４－１７ 借上げ
15 ライベスト西早稲田 西早稲田三丁目第２ 169-0051 西早稲田３－１６－２７ 借上げ
16 ファミール西落合 西落合三丁目第１ 161-0031 西落合３－１４－６ 借上げ
17 マンションＫＯＹＯ３　 上落合一丁目第１ 161-0034 上落合１－２５－５ 借上げ
18 コーポ鳥澤 大久保二丁目第５ 169-0072 大久保２－２５－２４ 借上げ
19 ミモザマンション 下落合二丁目第１ 161-0033 下落合２－８－５ 借上げ
20 重田マンション 西落合一丁目第１ 161-0031 西落合１－２１－２２ 借上げ
21 リリエンハイム新宿 富久町第１ 162-0067 富久町３８－１７ 借上げ
22 六和第２コーポ 百人町一丁目第１ 169-0073 百人町１－６－２３ 借上げ
23 ラインハウス 余丁町第１ 162-0055 余丁町６－２９ 借上げ
24 余丁町ＮＳビル 余丁町第２ 162-0055 余丁町１３－４ 借上げ
25 シティーライフ頓宮 高田馬場四丁目第１ 169-0075 高田馬場４－３７－８ 借上げ
26 金子ビル 新宿５丁目第１ 160-0022 新宿５－１３－６ 借上げ
27 ドミシール市ヶ谷 細工町第１ 162-0838 細工町１－１９ 借上げ
28 ファミーユ柏木Ⅰ(Ａ) 北新宿三丁目第１ 169-0074 北新宿３－２７－６ 借上げ
29 シンエーマンション 西新宿５丁目第１ 160-0023 西新宿５－１８－１８ 借上げ
30 沖本マンション 新小川町第１ 162-0814 新小川町３－１５ 借上げ
31 六和第３コーポ 百人町一丁目第３ 169-0073 百人町１－６－２５ 借上げ
32 ＳＯＰＨＩＡ 西落合一丁目第２ 161-0031 西落合１－２１－８ 借上げ
33 ルーフ牛込 細工町第２ 162-0838 細工町１－４ 借上げ
34 かぶらや 高田馬場一丁目第１ 169-0075 高田馬場１－１９－４ 借上げ
35 ベネッセレ目白 下落合四丁目第５ 161-0033 下落合４－２０－１８ 借上げ
36 早稲田ヒルズ 弁天町第２ 162-0851 弁天町１６８ 借上げ
37 蜀江坂ハウス 北新宿二丁目第１ 169-0074 北新宿２－４－２５ 借上げ
38 不二ビル 内藤町第１ 160-0014 内藤町１ 借上げ
39 バローネ新宿 大久保二丁目第６ 169-0072 大久保２－１５－２３ 借上げ
40 モデラート 市谷台町第１ 162-0066 市谷台町１－３ 借上げ
41 臼井マンション 新小川町第２ 162-0814 新小川町２－２ 借上げ
42 南榎町ハイツ 南榎町第１ 162-0852 南榎町３８ 借上げ
43 ボン・ルイズ四谷 四谷三栄町第１ 160-0008 四谷三栄町１５－１１ 借上げ
44 コーポ錦 住吉町第２ 162-0065 住吉町１１－２４ 借上げ
45 大久保三丁目アパート 同　左 169-0072 大久保３－１１－１ 所有
46 西新宿四丁目アパート  〃 160-0023 西新宿４－３４－１１ 所有
47 河田町第２アパート  〃 160-0054 河田町３－２４ 所有
48 フローラ上落合 上落合三丁目第２ 160-0034 上落合３－１４－７ 借上げ
49 河田町アパート 同　左 160-0054 河田町３－３ 所有
50 リュー・ド･ラ･ポンプ若松町 若松町第１ 162-0056 若松町１７－１６ 借上げ
51 ディアコート砂土原 市谷砂土原町二丁目第１ 162-0842 市谷砂土原町２－７ 借上げ
52 弁天町コーポラス 同　左 162-0851 弁天町３２ 所有

履行場所一覧　　区営住宅
区内所在地

区営住宅合計　　５２団地
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別添101

通称名 正式名称 種別
1 ヒルズ牛込 弁天町第１ 162-0851 弁天町１４３ 借上げ
2 カーサ・ステラ 西早稲田三丁目第１ 169-0051 西早稲田３－４－８ 借上げ
3 ドゥマイベスト 中井一丁目第１ 161-0035 中井１－１０－４ 借上げ
4 ガーデンヒルズ福室 中落合四丁目第１ 161-0032 中落合４－２０－３ 借上げ
5 ディアコート３ 上落合三丁目第１ 161-0034 上落合３－１９－１８ 借上げ
6 ミモザマンション 下落合二丁目第１ 161-0033 下落合２－８－５ 借上げ
7 高田馬場コーポラス 高田馬場三丁目第２ 169-0075 高田馬場３－４２－１ 所有
8 ファミーユ北新宿 北新宿四丁目第１ 169-0074 北新宿４－３６－６ 所有
9 ファミーユ矢来町 矢来町第１ 162-0805 矢来町１８－１ 所有

10 ファミーユ柏木Ⅰ(Ａ) 北新宿三丁目第１ 169-0074 北新宿３－２７－６ 所有
11 重田マンション 西落合一丁目第１ 161-0031 西落合１－２１－２２ 借上げ
12 リリエンハイム新宿 富久町第１ 162-0067 富久町３８－１７ 借上げ
13 リバーサイドマンション 中落合一丁目第１ 161-0032 中落合１－１－１８ 借上げ
14 六和第２コーポ 百人町一丁目第１ 169-0073 百人町１－６－２３ 借上げ
15 余丁町ＮＳビル 余丁町第２ 162-0055 余丁町１３－４ 借上げ
16 金子ビル 新宿５丁目第１ 160-0022 新宿５－１３－６ 借上げ
17 ドミシール市ヶ谷 細工町第１ 162-0838 細工町１－１９ 借上げ
18 シンエーマンション 西新宿五丁目第１ 160-0023 西新宿５－１８－１８ 借上げ
19 六和第５コーポ 百人町一丁目第２ 169-0073 百人町１－６－２８ 借上げ
20 沖本マンション 新小川町第１ 162-0814 新小川町３－１５ 借上げ
21 六和第３コーポ 百人町一丁目第３ 169-0073 百人町１－６－２５ 借上げ
22 かぶらや 高田馬場一丁目第１ 169-0075 高田馬場１－１９－４ 借上げ
23 早稲田ヒルズ 弁天町第２ 162-0851 弁天町１６８ 借上げ
24 蜀江坂ハウス 北新宿二丁目第１ 169-0074 北新宿２－４－２５ 借上げ
25 不二ビル 内藤町第１ 160-0014 内藤町１ 借上げ
26 バローネ新宿 大久保二丁目第６ 169-0072 大久保２－１５－２３ 借上げ
27 住吉町コーポラス 住吉町第１ 162-0065 住吉町１５－３ 所有
28 モデラート 市谷台町第１ 162-0066 市谷台町１-３ 借上げ
29 臼井マンション 新小川町第２ 162-0814 新小川町２－２ 借上げ
30 ベネッセレ目白 下落合四丁目第５ 161-0033 下落合４－２０－１８ 借上げ
31 南榎町ハイツ 南榎町第１ 162-0852 南榎町３８ 借上げ
32 ボン・ルイズ四谷 三栄町第１ 160-0008 四谷三栄町１５－１１ 借上げ
33 リュー・ド･ラ･ポンプ若松町 若松町第１ 162-0056 若松町１７－１６ 借上げ

通称名 正式名称 種別
1 パインコーポ 北新宿二丁目第１ 169-0074 北新宿２－２－１２ 借上げ
2 百人町三丁目事業住宅 百人町三丁目 169-0073 百人町３－２５－２ 所有
3 ファミーユ柏木Ⅰ(Ａ) 北新宿三丁目 169-0074 北新宿３－２７－６ 所有
4 ファミーユ柏木Ⅱ(Ｂ) 北新宿三丁目 169-0074 北新宿３－４０－２ 所有

通称名 正式名称 種別
1 非公開 非公開 非公開

その他関連施設　　１棟

特定住宅合計　　３３団地

履行場所一覧　　事業住宅
区内所在地

事業住宅合計　４団地

履行場所一覧　　 その他関連施設
    区内所在地

    区内所在地
履行場所一覧　　特定住宅
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沖本マンション

臼井マンション

シンエーマンション

重田マンション

河田町アパート

大久保三丁目アパート

河田町第２アパート

西新宿四丁目アパート

戸山一丁目アパート

南元町アパート

高田馬場コーポラス

中落合コーポラス

西新宿コーポラス

弁天町コーポラス

早稲田南町コーポラス

百人町コーポラス

住吉町コーポラス

ディアコート砂土原

ドミシール市ヶ谷

ルーフ牛込

ボンルイズ四谷

不二ビル

ファミーユ矢来町

南榎町ハイツ

早稲田ヒルズ

ヒルズ牛込

コーポ錦

モデラート

リュードラポンプ若松町

かぶらや

ラインハウス

バローネ新宿

リリエンハイム新宿

コーポ小島

金子ビル

田中マンション

コーポ鳥澤

カーサステラ

六和第２コーポ

ライベスト西早稲田

六和第３コーポ

六和第５コーポ

ミモザマンション

リバーサイドマンション

パティオの家

オーノハイツ

ベネッセレ目白

百人町三丁目事業住宅

ファミール西落合

SOPHIA

マンションKOYO3

ガーデンヒルズ福室

ドゥ・マイ・ベスト

ディアコート３

フローラ上落合

ファミーユ柏木

パインコーポ

ファミーユ柏木Ⅱ

ファミーユ北新宿

蜀江坂ハウス

シティライフ頓宮

所有区営
所有特定
所有区営特定

借上区営
借上特定
借上区営特定

事業住宅

余丁町NSビル

ÿ
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別添103　什器備品、消耗品等の負担内訳

（１）区が支給するもの

項目 備考

住宅管理システム用PC マウスを除く

住宅管理システム用プリンター 消耗品は、受託者負担

コピー機

納入済通知書

納付書兼納入済通知書

電話機 固定電話（電話回線含む）

抽選機

（２）受託者が負担する主なもの　※ここに記載のもの以外に必要があれば、受託先で用意すること

項目 備考

什器備品 事務用机、椅子、ロッカー等

車両関係 車両・駐車場

郵送代 納付書発送・各種通知等発送用

公募関係書類 募集案内・申込書・返信用封筒・抽選ハガキ等　　※別紙仕様書あり

収入報告関係書類 収入報告発送時の関係書類一式及び封筒　　　　　※別紙仕様書あり

窓あき封筒 納付書発送・各種通知等発送時に使用　　　　　　※別紙仕様書あり

住まいのしおり 新規入居者及び、R8年度については、全戸配布　　※別紙仕様書あり

マグネット（連絡先周知用） 新規入居者及び、R8年度については、全戸配布　　※別紙仕様書あり

口座振替依頼書 A4 4枚綴り 複写式　　　　　　　　　　　　　　　※別紙仕様書あり

コピー用紙 A4/A3　普通紙・カラー紙

プリンター消耗品 トナー、感光体ユニット、廃トナーボックス等

マウス

筆記用具
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実施計画修繕一覧 別添302

実施年度 住宅 工事 備考

戸山一丁目アパート 昇降機改修工事

河田町アパート 昇降機改修工事

ファミーユ柏木Ⅰ 昇降機改修工事

ファミーユ柏木Ⅱ 昇降機改修工事

※階段の昇降補助等の人的支援をお見積りください。

下記の補助条件を想定しています。

対応時間；7;00～18;00　（11時間）　　補助機の設置及び補助員の配置

早朝のゴミ出しを必須とは考えていませんが条件に入れて見積を考慮してい

ただいて構いません。

R8
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[　区営・特定・事業

第　　号

入居日

返還日

様 経過年数

号棟 号室

１.　使用者負担額 円（含消費税）

[　内　訳　]

２. オーナー負担額 円（含消費税）

単位 単価 数量 補修額 負担割合 金　額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

別　　紙　　小　　計

(通 称 名)

住宅の位置

  別 紙 の と お り

[　内　訳　] 　項　目・形状寸法

空　家　修　繕　費　用　負　担　区　分　内　訳

（　フリガナ　）

使用者氏名 0年0ヶ月

住 宅 名

参 考 17

ir013872270
フリーテキスト
別添３０３





単位 単価 数量 補修額 負担割合 金　額

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

2

計

消　費　税　等（１０％）

合　　　　計

小　　　　計

別　紙　小　計

端　数　調　整　（△）

[　内　訳　] 　項　目・形状寸法
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　3. 新宿区負担額 円（含消費税）

単位 単価 数量 補修額 負担割合 金　額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1

別　　紙　　小　　　計

[　内　訳　] 項目・形状寸法
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単位 単価 数量 補修額 負担割合 金　額

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

円（含消費税）

2

合　　　計

総　　合　　計

消　費　税　等（１０％）

計

端数調整（△）

小　　　計

別　紙　小　計

[　内　訳　] 項目・形状寸法
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１.　使用者負担額 円（含消費税）

[　内　訳　]

単位 単価 数量 補修額 負担割合 金　額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1

別　　紙　　小　　　計

  別 紙 の と お り

[　内　訳　] 項目・形状寸法
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単位 単価 数量 補修額 負担割合 金　額

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

2

消　費　税　等（１０％）

合　　　　計

別　紙　小　計

端　数　調　整　（△）

計

小　　　　計

[　内　訳　] 項目・形状寸法
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適格請求書（インボイス）の送付について

＜オーナー名＞　様

  新宿区

  登録番号T7000020131041

標題の件について送付いたします。

添付資料とあわせての保管をお願い致します。

【添付資料】

   ・○○○○（見積書・明細書等の根拠書類）

   ・空家修繕費用負担区分内訳

【適格請求書記載事項】

　(１)本紙記載

　　①発行者名称・登録番号

　　②交付を受ける事業者

　(２)別添「○○○○」記載

　　①取引年月日

　(３)別紙「空家修繕費用負担区分内訳」記載

　　①取引内容

　　②税込価格

　　③消費税率
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別添 304 

 1 

 

昇降機・防犯カメラ定期点検保守及び遠隔監視業務委託 特記仕様書 

 

第１章 一般事項  

1.1 目的 

  この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下「区」という。）が管理する住宅等に設置された昇降

機設備等の業務委託について定め、関係  法令・規則等に従い定期点検保守を行いその結果を関

係機関に報告すると共に、昇降機設備等を常に良好な状態に維持することを目的とする。  

   

1.2 適用範囲 

  本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書」（編集：東京都財務局

建築保全部工務課）（以下「標準仕様書」という。）による。  

  発注者が管理する昇降機設備（遠隔監視装置及び防犯カメラを含む。）の定期点検保守、遠隔

監視業務を対象とする。ただし、遠隔点検・遠隔閉じ込め救出・地震時自動診断仮復旧運転・遠

隔設定変更及び高機能端末（スマートフォン含む）等によるかご呼び機能が可能な場合は適用す

る。  

  また、当該防犯カメラを他の有線情報設備等と一体的に維持管理する場合はこれによらない

ものとする。  

（１） この特記仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。  

   

1.3 用語の定義 

（１） 「点検」とは、エレベータの損傷、変形、磨耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合

の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要かどうかの判断を行うことをいう。  

（２） 「保守」とは、エレベータの清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うことをい

う。  

（３） 「遠隔点検」とは、本特記仕様書で定める遠隔点検項目について、電話回線を利用して

保守管理会社の監視センターで、運行状態や機器の動作状況等の各種信号を検出し、異

常・不具合の有無を調査・分析することにより、保守及びその他の措置が必要かどうかの

判断を行うことをいう。また、可能な場合は設定した時間帯に通常運行とは異なる状況を

意図的につくりだし、自動で点検運転等を行い、定期的に昇降機設備を構築する機器及び

運転機能の診断を行うことも含まれる。  

（４） 「遠隔閉じ込め救出」とは、閉じ込め故障発生の信号を受信した際、電話回線を用いて

かご内からの音声や画像等にて、かご内を確認し救出に向けた操作を行うことをいう。  

参考
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（５） 「地震時自動診断仮復旧運転」とは、地震によりＳ波を感知し運転休止となった場合、

昇降機自体が自動診断し、運行に関する安全を確認して、仮復旧での運転を行うことを

いう。この際、運転を再開している昇降機は仮復旧状態のため、本復旧には技術員が速

やかに現地にて機器の状態等を確認すること。  

       なお、次の場合は自動診断及び仮復旧は行わないものとする。  

ア 電気の供給が停止した場合  

イ 昇降機の安全装置が動作し、停止した場合  

ウ かご内に人がいる可能性があると判定した場合 

（６） 「遠隔設定変更」とは、通信回線を用いた高機能端末等の情報通信機器により、下記の

設定を遠隔にて変更することをいう。  

ア 上方階待機（待機階を最上階に変更） 

イ 運転休止 （休止階は原則最上階）  

ウ ファン制御（かご内ファンの入り切り） 

エ 待機階変更（待機階を任意の階に変更）   

（７） 「高機能端末等によるかご呼び機能」とは、専用機器を設置し、受託者の提供する「専

用アプリケーションソフト」等（以下専用アプリ等という）を利用者がダウンロード

し、専用アプリ等の設定・操作によりかご呼び登録等を行うことをいう。  

（８） 区立住宅等とは、区営住宅、特定住宅、事業住宅をいう。  

   

1.4 疑義に対する協議等 

委託内容に関して疑義の生じた場合は、予め保全監督員と協議する。   

 

第２章 委託業務の範囲  

2.1 昇降機保守業務   

2.1.1 昇降機定期点検保守業務 

受託者は、次に示す定期点検及び保守（フルメンテナンス契約）を行うものとする。ただ

し、フルメンテナンスに対応できない場合は、区と協議の上、メンテナンス方法を決めるこ

と。 

（１）昇降機の点検は原則、毎月現地点検を行うものとし、点検項目、点検内容及び点検周期

は、「標準仕様書 2.6.2.4 点検、保守等」及び「本特記仕様書」別表（1）から（4）による

ものとする。ただし、遠隔点検実施可能な場合は「標準仕様書」 表 2.6.2.5、2.6.2.6、

2.6.2.8 の「周期Ｂ」及び「本特記仕様書」別表（1）から（4）の「周期・遠隔点検あ
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り」により現地点検を実施し、「標準仕様書」表 2.6.2.4(B)及び「本特記仕様書」別表(7)

から(9)により遠隔点検を毎月実施する。 

（２）点検の結果、修理・取替・調整が必要と認められるものについては、「標準仕様 2.6.2.修

理、取替及び交換等の範囲」により、速やかに実施する。また、これに伴う費用の負担も標

準様書による。ただし、下記の項目については受託者の負担とする。 

ア エレベータ室内照明器具及び管球類の修理・取替 

イ エレベータ室内換気装置の修理・取替 

ウ 利用に関して必要な標識（一般社団法人エレベータ協会等作成） 

※ 「ドアちゅうい」以外は、受託者の判断により標識を貼付する。なお、この際、保全監

督員に報告するものとする。 

※ 昇降機の周囲の見やすい場所に貼ることで、利用者へ注意を促す。 

（３） 定期点検保守に必要な工具、消耗品、計測機器類及び清掃用具等は受託者の負担とす

る。 

※ 消耗品は、カーボンコンタクト、フィンガー、回転カーボンブラシ、ヒューズ類、リー

ド線、ランプ類、補充用油脂類、ウエス等を指す。 

（４）昇降機の安全管理に係る対策で、機器等の改良が必要な場合を除き、ソフト面による対策

については原則受託者負担とする。 

（５）トランクルーム付エレベータは、点検の都度扉開閉異常の有無及び施錠の良否を確認す

る。 

（６）戸の開閉に支障を来たす敷居の異物等の除去は、点検の都度敷居清掃工具を用い行う。 

（７）階段室型昇降機については、現地点検を 3 ヶ月に 1 回以上とし、その間の点検を遠隔点

検に替えることができる。また、点検項目・内容・周期は、「標準仕様書」表 2.6.2.6 の

「周期Ｂ」及び「本特記仕様書」別表（4）の「周期・遠隔点検あり」により現地点検を実

施し、「標準仕様書」表 2.6.2.4(B)により遠隔点検を実施する。 

なお、平成２６年度以前に設置した昇降機は、「遠隔点検項目」及び「点検・監視内容」に

ついて、実施可能な範囲で実施する。 

 

2.1.2  業務責任者  

業務責任者は国土交通大臣が認定した昇降機検査資格を有する者とする。また、保守の業務

責任者においては、新設およびモダニゼーション等に係る工事の代理人を兼務することはで

きない。  
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2.1.3 緊急時対応業務 

（１）受託者は、昇降機に故障（直ちに復旧することが困難な場合）・火災・冠水・閉じ込め又

は人身事故等が発生した場合は、連絡が入ってから概ね３０分以内での到着を目途とし、

救出、復旧等適切な処置をとらねばならない。被害者等に体調不良がある場合、状況に応

じて救急に連絡するなど必要な対応を行うこと。また、速やかに区へ電話及びＥメールで

通報すると共に、「故障・事故対応報告書」により報告しなければならない。  

 なお、重大故障（閉じ込め、人身事故、２時間以上の停止故障）の場合は、区が不具合原

因、修繕内容を明確に理解できるよう、可能な限り実測データ、イラスト、写真等を用い

て報告を行うものとする。  

（２） 地震によりＳ波を感知し運転休止となった場合は、所定の様式「天災時昇降機設備被

害状況 故障・事故報告書」により各昇降機の停止及び復旧状況について、速やかに報告

を行うものとする。（時  間外に地震が発生した場合は、遅くとも原則、翌営業日の 8：

30  までに報告を行うものとする。）  

 なお、送信する際の標題は、「【地震】【保守管理会社名】【第〇報】とする。  

（３） 台風や暴風雨等による被害が事前に予測される場合で、保全監督員が依頼したときは

風雨によるエレベータの停止に備えるため可  能な限り緊急体制等を強化すること。また、

その被害状況を速やか  に把握し、所定の様式「天災時 昇降機設備被害状況 故障・事故  

報告書」により報告すること。  

（４）不可抗力により昇降機が不具合に至った場合は、速やかに復旧に努めるものとするが、

150 万円（税抜き）を超える修繕となることが予測される場合は、速やかに区へ報告を

行い、その指示に従う。  

 なお、修繕発注については、後日行うものとする。  

   

2.1.4 法定検査業 

（１）受託者は、建築基準法第 12 条（報告、検査）に定められた昇降務機定期検査を昇降機

等検査員資格者に実施させ、特定行政庁への報告は、施行規則第 6 条第 3 項で定められ

た「報告書」と、平成 20 年国土交通省告示第 283 号に基づく「検査結果表」及び添付書

類（正・副）にて行うものとし、これを作成の上、速やかに保全監督員へ提出すること。

なお、提出については保全監督員の指示による。 

（２） 建築基準法第 12 条第 3 項に該当する建物（区立住宅）については、「報告書」及び

「成績表・検査表」を保全監督員へ提出後、特定行政庁へ提出（電子申請試行実施含む）

し、受領確認後の副本を保全監督員へ返却する。 
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なお、特定行政庁より発行される定期検査報告済証は、当該エレベータ内の見やすい位

置に掲示する。  

（３） 建築基準法第 12 条第４項に該当する建物（特定行政庁への報告が免除されている建

物：区立住宅については、特定行政庁への提出は行なわない。  

（４） 昇降機定期検査を実施する際は、事前に定期検査実施予定のお知らせを掲示すること。  

（５） 定期検査時は、昇降機定期検査の腕章（（一財）日本建築設備・昇降機センター製作）

を着用すること。また、「定期検査中」表示札を停止階に掲示すること。  

  

2.1.5 停電作業等立会い業務  

受託者は、受電設備及び消防用設備点検（自動火災間外含む。）は、次の業務を行う。  

 ただし、区が別途発注している消防設備等点検業者から自動火災報知設備の点検を実施する

上で、立会いを求められた場合は、立会いを行うものとする。  

 また、非常用エレベータ等の予備電源による稼動確認については、別途発注している自家用

電気工作物定期点検及び自家発電設備の定期点検の日程に合わせて行う。なお、昇降機等検査

員資格者が立会い点検を実施するものとする。  

（１） 停電前にエレベータ室内の無人を確認し停止させる。  

（２） 停電前後に遠隔監視装置の操作をする。  

（３） 予備電源による稼動を確認する。（実施の場合）  

（４） 復旧後に昇降機の正常運転を確認する。  

   

2.1.6 故障原因の周知  

故障等により「長時間停止（エレベータの停止時間が２時間を超えた場合）」と「閉じ込め」

が発生した場合は、復旧後、その原因と復旧したことについて指定の書式にて掲示し利用者へ

説明（周知）を行うこと。  

   

2.2 遠隔監視業務   

2.2.1 遠隔監視業務 

（１） 受託者は遠隔監視対象設備一覧表（別紙－１）の設備内容の監視を行うものとする。  

（２） 受託者は２４時間体制で対象住宅の監視装置から発信された信号の監視を行い、受信し

た内容を速やかに区の定める連絡先に電話及びＥメールで通報する。また、１日１回監視

装置からの回線状況を確認するために定時発報を行い、結果を報告すること。  
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※定時発報の機能がない場合は、回線に異常が発生した時点で即座に対応できる体制があ

ること。 

（３） 受託者が通知する連絡先は、区の定める連絡先による。  

ア 区の執務時間内の場合は、電話及びＥメールで通報する。  

イ 区の執務時間外及び休日の場合は、区が設ける時間外窓口へ電話及びＥメールで通報

する。ただし、（ア）（イ）いずれの場合も電話による通報が必要となる事象は、

2.1.3 緊急時対応業務に記載の故障・事故の場合とし、それ以外はＥメールのみとす

る。  

（４） 遠隔監視対応業務については、受託者自らが実施すること。  

（５） 事故・故障発生時には、的確に対応をすること。（体調確認、およその到着時間の説明、

閉じ込め者へのフォロー等）  

（6） 遠隔監視業務のＥメール報告等については自動受信・連絡等があったものは全て確実に

報告を行うこと。  

   

2.2.2 遠隔監視装置保守業務   

受託者は、遠隔監視装置の点検・調整を「本特記仕様書」別表（5）「遠隔監視装置」点検に

基づき定期に行い、それに伴う修繕・取替も実施 する。  

 なお、昇降機が遠隔点検で、かご内インターホンと監視センターとの連絡装置及び電話回線

の異常の有無の判断が可能な場合は、現地点検を 3 ヶ月に 1 回以上とすることができる。  

 ただし、次に揚げる（１）、（２）を除く。  

（１） 天災、類焼、爆発その他の不可抗力の事故により発生する修理又は交換  

（２） 区又は第三者の不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は交換年度途中に保

守契約をした団地については、設置時に遠隔発報試験をした結果も合わせて報告をする

こと。（給水系の監視がある場合はその遠隔発報の試験結果を含む。）  

   

2.3 防犯カメラ点保守業務   

2.3.1 防犯カメラ 

（１） 防犯カメラ等の点検項目、点検内容及び点検周期は、「標準仕様書 2.3.12 監視カメラ設

備」及び「本特記仕様書」別表（6）によるものとする。  

なお、昇降機が遠隔点検の場合は、現地点検を 3 ヶ月に 1 回以上とすることができる。  
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（２）受託者は、昇降機防犯カメラ等の点検保守において、故障時等を発見したときは速やかに

必要に応じた措置を講ずること。  

（３）業務の実施に必要な映像録画装置用のバックアップ電池は、受託者負担とする。  

 

 

３章 委託業務の実施等  

3.1 実施計画の作成   

受託者は、業務の実施に先立ち、「業務計画書」「作業計画書」を作成し、保全監督員に提出の

上、承認を得るものとする。  

 なお、保守管理業務は保全監督員の就業時間内に実施するものとする。ただし、緊急対応業務

はこの限りではない。  

 産業廃棄物が発生する場合、関係法令等に基づいて適切な処理を行うこと。また、「業務計画

書」に記載すること。  

   

3.2 報告書の作成等 

（１）点検の結果を「点検報告書（作業報告書）」（別紙－2）に記載し、当該住宅の連絡員・

保全監督員等の確認を受け、昇降機毎にデジタルカメラ（点検日時入り）で撮影された

「作業写真」と合わせて保全監督員に提出する。その際、「点検報告書」の記事欄に、不良

箇所・部品取替等の作業内容について必ず記入する。なお、作業写真撮影箇所は第３章 

3.11 による。  

 （２）遠隔点検を行う場合は、異常の兆候と処置内容及び遠隔点検期間末日の状態を含む総合

所見を加えた遠隔点検報告書を作成し提出すること。 

（３）「点検報告書」の不良箇所等修繕事項を「機器・部品取替え履歴」に記載し、「点検報告

書」と共に保全監督員へ提出する。また、不良箇所等修繕箇所については写真撮影（点検

日時入り）を行いＡ４版に整理し「機器・部品取替え履歴」と合わせて保全監督員に提出

する。  

（４） 昇降機修繕等履歴台帳の作成  

    受託者は保守業務に伴う全ての修繕・取替を記録した「機器・部品取替え履歴」、「故障

履歴」、「長期保全計画書」、「次年度保全予  定計画書」を昇降機毎独自に作成及び保管

し、保全監督員に求められたとき及び受託業務終了時に提出する。なお、「長期保全計画

書」作成については、「標準仕様書 第 6 章 2.6.2.2」における表 2.6.2.2「修理、取替え

及び交換等の範囲」（修理、取替え及び交換等の項目）を 準拠する。  

（５） 遠隔監視業務の結果を「遠隔監視業務報告書」に記載し、区に提出する。  
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（６） 遠隔監視装置の点検結果を「遠隔監視装置点検報告書」、「遠隔監視装置発報試験報告

書」(別紙－３)に記載し、当該住宅の連絡員・保全監督員等の確認を受け、区に提出す

る。  

（７） 報告書に計測値欄があるものは、計測値を記入すること。また、判断基準欄に適正範囲

（判断基準値）を記入すること。  

    （例：遠隔監視装置（発信機）のバッテリー電圧測定値）  

（８） 本エレベータに事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止

策につなげるという公益性の観点から区が特定行政庁に報告する上で、保全監督員の求め

に応じて報告書の作成に協力するなど保守管理会社の立場から区に対して必要な協力を行

うこと。  

   

3.3 修理等の理由の説明 

受託者は、点検の結果、定期点検保守契約の範囲を超えるような修理又は機能更新が必要と

判断した場合、当該修理又は機能更新が必要な理由等（例えば、修理又は機能更新を行わなか

った場合のリスク等）について、文書等により保全監督員に対し十分説明するものとする。  

   

3.4 欠陥判断時の対応 

受託者が、定期点検保守を行う中で、昇降機の安全な運行に支障を生じるおそれのある欠陥

の可能性があると判断した場合は、速やかに保全監督員等に報告するとともに当該昇降機の停

止等の必要な助言を行うものとする。  

   

3.5 部品供給   

受託者は、部品供給を終了する場合は、所有者に対し部品供給ができなくなる旨を遅滞なく

説明し、区が昇降機の維持管理計画に反映することができるよう配慮するものとする。  

   

3.6 維持管理に必要な情報提供等 

受託者は、区が昇降機を適切に維持管理できるよう、維持管理に必要な情報（維持管理マニ

ュアル、点検項目、点検周期、安全に関する装置の構造、調整方法、交換基準等）及び機材

（点検・保守に用いる部品、油類等の消耗品、工具、機材等）を提供又は公開するとともに、

区からの問合せ等に円滑に対応できる体制を整備するものとする。  

   

 受託者が提供すべき維持管理に必要な情報  

 （１） 運行マニュアルの記載例  

○運行管理マニュアルの位置付け、全般注意事項  
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○警告表示及び諸注意 警告表現の考え方  

○安全のための遵守事項  

一般利用者に指導すべき事項  

○所有者又は管理者の義務  

定期検査、特定行政庁への報告義務等  

○エレベータの構造及び機能  

エレベータの構造及び操作ボタン類の機能説明  

○エレベータの基本機能  

エレベータを利用するにあたっての基本操作  

○エレベータのオプション機能 付加仕様の操作方法  

○非常の場合の処置 閉じ込め、災害発生時等の対応  

○緊急時の保守会社への連絡事項  

保守会社に連絡すべき情報をまとめた様式  

○付属品 エレベータを維持管理するための製品添付付属品説明  

 ○その他 資源有効利用促進法等の関連法の遵守注意事項等  

 （２） 維持管理マニュアルの記載例  

 ○維持管理マニュアルの位置付け  

 ○警告表示及び諸注意 警告表現の考え方  

 ○所有者又は管理者が実施する事項  

 ○点検・保守の留意事項  

エレベータ全体システム構成図 

作業安全上の必須事項  

特殊な構造の場合は、機能、使用方法等  

 ○点検・保守用具（冶具、工具）及び点検・保守装置 

点検・保守に使用する用具 

点検・保守装置名及び機能  

 ○保守用具及び装置の使用方法（製造者特有の事項）    

 ○定期検査に関する事項  

  定期検査に必要な製造者の基準等  

 ○点検・保守に関する事項  

製品として特有の点検・保守に関する製造者の基準等又は、一般書の引用  

 ○特に注意すべきこと  
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点検・保守時、その他、特別に注意を要する部分  

（誤使用に対する注意、製造者固有の設定値、エラーコード等）  

○閉じ込め救出の手順  

○交換部品  

長期保全計画を立て計画的に交換する部品の交換目安       

部品供給期間  

○油類一覧 エレベータ保守で使用する油の種類  

  

3.7 欠陥判明時の措置  

昇降機に、安全な運行に支障が生じるおそれのある欠陥（設計又は製造時の欠陥等、製造業

者の責めに帰すべき事由に基づく欠陥に限る。）があることが判明した場合、受託者は、速やか

に保全監督員に対しその旨を伝えるとともに、無償修理、その他の必要な措置を講じるものと

する。加えて、講じた措置の内容についても、保全監督員に対し、イラスト、写真等を用いた

文書等により具  体的な記録を残す形で報告する。  

   

3.8 不具合情報の収集・検討 

受託者は、日頃から不具合情報を収集し、安全な運行に支障が生じるおそれのある欠陥がな

いか検討に努めるものとする。  

特に、国の事故調査対象となるような不具合を把握した場合には、遅滞なく区及び国土交通

省住宅局建築指導課昇降機等事故調査室に報告する。  

   

3.9 点検業務報告会 

受託者は、毎月保全監督員の指示により、前月実施した点検業務について「３．１０提出書

類（２）」の提出書類に基づき点検結果等を報告する。  

   

3.10 提出書類  

提出書類及び提出先は次のとおりとする。  

（１） 契約締結時提出するもの (提出先: 新宿区住宅課)  

ア 業務着手届                      ２部   

イ 業務責任者及び業務従事者等（変更）通知書  

   （経歴書、資格者証等写し添付） ·············································· ２部   

ウ 業務計画書 ·············································································· ２部   

エ 作業計画書（「点検保守の安全作業」含む） ····························· ２部  
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 ※ 点検保守の安全作業とは、点検場所ごとの点検項目における危険作業に対し作業手順

を示したもの  

オ 昇降機点検技術者届、昇降機点検技術者届別紙  

 （経歴書の写し添付） ································································· ２部   

カ  昇降機検査員届、昇降機検査員届別紙  

 （経歴書、免許の写し添付） ······················································· ２部   

キ 再委託届（昇降機点検技術者届、経歴書等添付 ························ ２部  

（２） 毎月提出するもの (提出先: 新宿区住宅課)  

ア 点検予定表(昇降機､遠隔､ｶﾒﾗ)(前月２０日迄） ························· ２部 

イ 点検結果一覧表（昇降機、遠隔、ｶﾒﾗ）(翌月１５日迄) ············· ２部 

ウ 点検報告書(昇降機､遠隔､ｶﾒﾗ)(翌月１５日迄)  ·························· ２部  

※ 昇降機において遠隔点検実施の場合、現地点検報告書は３月に１回とし、遠隔点検

報告書は毎月とする。なお、遠隔点検報告様  式は区で定めたもののほか、保守管理

会社様式点検レポート（診断報告書等）も併せて提出すること。  

エ 作業写真（昇降機､ｶﾒﾗ）(翌月１５日迄)  ······························· ２部  

 ※ ６ヶ月毎及び１年毎に撮影のものは、２部のうち１部は別冊にて点検報告書と合わせ

提出すること。  

オ 機器・部品取替え履歴（写真含む）（翌月１５日迄） ············· ２部  

 ただし写真は１部  

カ 不良箇所一覧表（写真含む）（翌月１５日迄） ························  ２部   

キ 故障・事故対応報告月報（翌月１５日迄） ····························· ２部   

ク 遠隔監視業務報告書（翌月１５日迄） ······································  ２部   

ケ 定期検査報告書（１２条４項）（翌月１５日迄） ······················· １部  

   ※提出時は電子データ（ＣＤ等）  

（３） その都度提出するもの  

 ア 故障・事故対応報告書 （速やかに） ··········································  １部  

 (提出先:新宿区住宅課)  

（４） 請求時提出するもの(提出先: 新宿区住宅課)  

ア 業務完了届 ·············································································· ２部   

 

（５） その他必要な書類（業務打合せ簿、その他）  

 区の指示による ·············································································  必要部数  
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3.11 作業写真撮影箇所 

作業写真撮影は営繕工事・委託業務記録写真撮影要領による。また、各昇降機毎にデジタル

カメラ（点検日時入り）により下記の周期毎に撮影する。なお、階段室型昇降機は、ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ

式昇降機に準拠し撮影する。  

 

（１） 毎月撮影する箇所   

【昇降機】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※遠隔点検の場合は撮影周期を３ヶ月に１回とする。  

※機器･部品を取替えた場合はその都度撮影する。なお、現場にも取替年月日を明示する。  

※「乗場押しボタン」については、月によって撮影場所（階）を変更すること。 

  

【防犯カメラ】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 現地点検毎に撮影すること。  

※ 録画画像写真については、その画像の記録時間が分かるように撮影すること。  

撮 影 箇 所  ﾛｰﾌﾟ式昇降機  油圧式昇降機  ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式昇降機  

巻上機  ○    ○  

エレベータ室内（操作

盤、インジケーター）  ○  ○  ○  

乗場押しボタン  ○  ○  ○  

乗場着床誤差、敷居溝  ○  ○  ○  

点 検 作 業 写 真 （ 安 全 柵

等）  
○  ○  ○  

撮   影   箇   所  防犯ｶﾒﾗ設置済昇降機  

防犯カメラ  ○  

録画確認状況写真  

（作業員と録画画面が同時に確認できる写真）  
○  

録画画像写真（点検中、直前、最古）  

（モニター画面の拡大写真）  
○  
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（個人情報が含まない写真を撮影すること）  
※ 最古：168Ｈ以前の画像録画ができていることの確認ができる写真等  
  

（２） ３ヶ月毎に撮影する箇所  

【昇降機】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） ６ヶ月毎に撮影する箇所  

【昇降機】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮 影 箇 所  ﾛｰﾌﾟ式昇降機  油圧式昇降機  ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式昇降機  

機械室内  ○  ○    

制御盤  ○  ○  ○  

油圧パワーユニット    ○    

昇降路部分  ○  ○  ○  

高圧ゴムホース    ○    

ﾀｺｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ  ○      

撮 影 箇 所  ﾛｰﾌﾟ式昇降機  油圧式昇降機  ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式昇降機  

巻上機綱車   

（ロープ及び溝）  
○    ○  

頂部綱車、かご下綱車  

（ロープ及び溝）  
  ○  ○  

そらせ車  

（ロープ及び溝）  
○      

かごつり車及びおもり

のつり車  

（ロープ及び溝）  

○      

プランジャー頂部綱車、

油圧シリンダー下綱車

（間接式に限る。） （ロ

ープ及び溝）  

  ○    
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（４） １年毎に撮影する箇所  

【昇降機】  

  

 

 

 

 

 

 

 

【遠隔監視装置】  

 

 

 

 

※ 写真は、作業状況が判るものとし、住宅種別ごとに 1 施設撮影を行う。  

  

 

 

 

 

 

 

 

撮 影 箇 所  ﾛｰﾌﾟ式昇降機  油圧式昇降機  ﾏｼﾝﾙｰﾑﾚｽ式昇降機  

油圧シリンダー及び

プランジャー  
  ○    

圧力配管  

（継手部）  
  ○    

ﾊﾟﾙｽﾀｺｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ  

（ﾊﾟﾙｽｴﾝｺｰﾀﾞｰ）  
○    ○  

撮   影   箇   所  昇降機外設備  

設備補助盤  ○  

設備制御盤  ○  
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第４章 情報等の保持  

4.1 情報等の保持(映像データの取扱い) 

 受託者は防犯カメラ等点検保守の実施については個人情報保護法に留意し、業務により知り得

た情報及び肖像等を区の許可なく開示・再生してはならない。  

 なお、区から指示があった場合は、データの開示及び提供等をすること。  

   

第５章 定期点検保守業務の留意事項等  

5.1 定期点検保守の留意事項 

（１） 業務は保全監督員と事前に十分打ち合わせを行い、全てに遺漏のないよう実施するこ

と。また、委託図書等に明示されていない事項でも、業務の性格上当然必要とするもの

は、保全監督員と協議の上実施する。 

（２） 業務に使用する材料は、エレベータ製造業者が製造・供給又は指定する部品とし、良好

な品質のものとする。 

（３） 受託者は、業務中の災害及び事故を防止するため、作業に当たっては、受託者の負担と

責任において適切な安全対策を施すこと。 

（４） 業務の実施にあたっては、住宅連絡員及び関係機関等への事前の連絡をすると共に、１

週間前までには居住者に対して「お知らせ」等で周知徹底する。「お知らせ」等には会社

名・電話番号等を必ず明記し、掲示板等（掲示板等の管理者に掲示の許可を事前に得るこ

と。）に掲示をする。 

（５） 昇降機の停止を伴う点検・修理は居住者の日常生活への支障を最小限とするように留意

する。また、業務実施中の昇降機には各乗り場の見やすい箇所に「作業中」等の注意表示

物を掲示するとともに、かご内照明も消灯する。（点検にあわせて長期修繕を実施する場合

など、昇降機の停止が長時間見込まれる場合は、必要に応じて保安員を配置するなどの対

応をとること。） 

（６） 点検により緊急に修繕を要する不良箇所を発見した時は、直ちに保全監督員に報告し、

その指示に従うこと。また、報告を要する時間的余裕のない時は応急処置を施し、保全監

督員に報告し区その指示に従うこと。 

（７） 業務の実施にあたっては、２人以上で作業するとともに乗降扉を必ず閉め、安全柵を設

置する。またバックヤード（エレベータ機械室・設備室・屋上等）部分に第三者が進入す

ることがないよう安全対策に万全を期すること。 
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（８） リニューアル工事対象の昇降機、防犯カメラ、遠隔監視（給水設備監視を除く）につい

ては、施工期間に係る月数の点検を中止とする。中止期間内の詳細対応、設計変更内容等

については保全監督員の指示によること。 
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別添 305 

1 

 

消防用設備等定期点検保守委託特記仕様書 

 

第１章 一般事項 

1.1 目的 

この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下「区」という。）が管理する住宅等の消防用設備等の保守

管理業務委託について定め、関係法令・規則等に従い定期点検保守を行いその結果を所轄の消防署に

報告すると共に、消防用設備等を常に良好な状態に維持し不慮の事故に備える事を目的とする。 

 

1.2 適用範囲 

本業務の委託仕様書は、「本特記仕様書」及び「維持保全業務標準仕様書」（編集：東京都財務局建

築保全部工務課）（以下「標準仕様書」という。）による。 

(1) この特記仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。 

 

1.3 用語の定義 

(1)区立住宅等とは、区営住宅・特定住宅・事業住宅等をいう。 

 

1.4 疑義に対する協議等 

委託内容に関して疑義が生じた場合は、予め保全監督員と協議する。 

 

1.5 関係法令等の遵守 

業務の実施にあたっては、業務に関する関係法令等を遵守し円滑な業務の進捗を図らねばならな

い。また、その適用及び運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

1.6 業務責任者等 

受託者は、業務の実施にあたり業務責任者を専任、また、副業務責任者及び業務従事者を選任し、

経歴書及び資格者証等の写しを添えて区に届けなければならない。変更が生じた場合も同様とする。 

参考
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なお、業務責任者・副業務責任者は、入札参加申請以前３ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係

にある者であること。 

業務責任者及び副業務責任者は、点検実施時においては、全現場にて指揮監督（巡回によるものも

可とする。）を必ず行うものとし、適正な業務の施行に努めるものとする。 

 

(1) 業務責任者の資格要件は次のア、又はイのいずれかを満たしている者であることとするが、複

数人によって、要件を満たす場合も可とする。その際は、1 名以上の業務責任者を専任し、残り

は副業務責任者として選任すること。 

ア  ①消防設備士（第 1 類～第 6 類） 

②電気主任技術者又は電気工事士 

イ  ①消防設備士（第 2 類、第 4 類、第 6 類） 

②消防設備点検資格者（第 1 種及び第 2 種） 

※ ただし、該当する設備がない場合はこの限りではない。 

(2) 業務従事者は、設備を点検するために必要な消防設備士又は点検資格者の交付を受けた者とす

る。ただし、写真撮影・運搬作業等、直接点検業務に携わらない者はこの限りではない。 

また、住戸内熱感知器、消火器の取替え及び消火薬剤の詰替え・充填（これらに伴う消耗品の取

替え含む。）、避難器具の修繕並びに部品取替えを伴わない設備の補修及び機能調整においては、

当該業務に必要な消防設備士（第１類～第６類）の交付を受けた者が行う。 

 

第２章 委託業務 

2.1 委託業務の範囲 

(1) 点検保守業務 

ア 各種消防用設備等機器の点検保守 

イ ガス漏れ警報器の点検保守 

ウ 連結送水管耐圧性能点検 

エ 各設備機器の清掃 

オ その他 
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(2) 「消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書」、「点検票」等の作成及び所轄消防署へ

の提出手続の代行並びにその他書類（改修計画書及び不良箇所一覧表、その他保全監督員の指示

によるもの）を作成する。 

(3) 点検作業中に発見した自動火災報知設備の住戸内熱感知器（ヘッドのみとしベースは除く。）及

び誘導灯の管球類等、不良品の取替えを行う。ただし、ＬＥＤは除く。（自動試験機能若しくは遠

隔試験機能により不良を確認した住戸内熱感知器は除く。） 

なお、取替えを行った場合は、機器等に取替えた年月日を表示する。 

また、「住戸内熱感知器及び蛍光管取替実績一覧表（様式 1）」に記録する。 

(4) ベランダ等に設置された避難器具において、点検時に不良と判断した場合で、部品取替えを伴

わない設備の軽微な補修や機能調整により是正可能なものは、これを行う。 

ただし、標識の不良が確認された場合は、速やかに張替えるものとする。（区が支給する標識に

張替える。なお、使用法表示板等については、受託者が用意し張替えるものとする。また、費用

については、本契約において増額変更する。） 

また、避難ハッチの電池は、１年ごとに取替えを実施する。（電池不使用の避難ハッチもあ

る。） 

なお、標識の張替えを行った場合や電池取替え後は、「避難器具関連品取替実績一覧表（様式

2）」に記録する。 

(5) 消火設備（加圧式消火器、泡消火設備）において放射試験後、消火薬剤の再充填を行う。（これ

に伴う消耗品を含む。）なお、消火器については点検保守後（取替含む）、消火器に貼付の「消防

用設備検査済証」に記録する。 

(6) 点検作業中に発見した機器の調整不良箇所は調整（グリスアップ等注油含む。）・補修を行う。 

また、消火栓用ホース等のパッキン、受信機等のヒューズ、表示灯の管球及び発信器ボタンのプ

ラスチックカバー等の消耗品は、不良であった場合、取替えを実施する。 

(7) 上記(3)～(6)以外で部品取替えを伴わない設備の補修（軽微な損傷がある部分の補修、タッチ

ペイント含む。）及び機能調整を行う。 
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(8) ＰＦＯＳ含有泡消火設備においては、３年以内ごとに泡消火薬剤の一部をサンプリングし、「比

重」・「粘度」・「水素イオン濃度」・「沈殿量」・「膨張率」・「２５％還元時間」・「その他薬剤種別ご

との項目」を検査し、消火薬剤の機能を確認する。 

また、消火薬剤貯蔵槽に「ＰＦＯＳ又はその塩を含有する泡消火薬剤使用」及び「当該泡消火

薬剤の型式番号」並びに「サンプリング調査年月」を貼付する。この際、写真撮影を行う。 

(9) ガス系消火設備等において、二酸化炭素が設置後２４年、それ以外が２９年経過したものは、

消火薬剤貯蔵容器・起動用ガス容器・加圧用ガス容器・クリーニングガス容器を取替える必要が

あることから、「容器弁要改修一覧表（様式 3）」に記録する。 

(10) 区が別途発注する自家用電気工作物の年次点検には、現地立会いを行うものとし、自動火災報

知設備・非常警報設備については、停電及び復電に伴う鳴動・移報の停止と復旧確認を行う。ま

た、消火設備の加圧送水装置が設置されている団地については、非常電源（自家発電設備）の総

合点検時に加圧送水装置を起動させ放水試験を行う。 

(11) 消火設備（消火器及び簡易消火用具を除く。）及び非常コンセント設備の非常電源（自家発電

設備を除く。）においては点検を実施する。なお、高圧受電設備の場合は、区が別途発注する自家

用電気工作物の年次点検に併せて実施するものとする。 

(12) 居住者の責により消防用設備等が機能しない場合は、書面をもって居住者に対し注意喚起を行

う。 

(13) 避難器具の点検の際に階下に私物があり避難障害となっている場合は、居住者に対し注意喚起

を行う。また、階下が不在だった場合は、注意喚起文を玄関ポストに投函する。 

なお、障害の原因が、建物に設置の物干し金物等による影響であった場合は、不良箇所一覧に

て、「避難障害のため物干し金物等の移設が必要」である旨記載し報告する。 

(14) 定期点検以外に非火災報、誤動作等により設備点検が必要となる場合は、保全監督員の指示に

従い点検及び報告を行う。 

(15) 火災現場において消防・警察署等による現場確認が行われる場合で、保全監督員から指示があ

った際は、立会いを行う。 

(16) この仕様書に明示されていない事項であって協議の結果、軽微な内容として取扱う点検保守及

びその関連業務は、保全監督員の指示により実施する。この場合、契約金額の変更は行わない。 
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(17) 消防用設備等定期点検保守委託業務を円滑に実施する目的で、業務連絡会議を開催しますの

で、会議での注意点等を遵守し点検を実施すること。 

 

2.2 委託業務の実施 

(1) 業務計画書の作成 

委託業務の実施に先立ち、「業務計画書」を作成し区に提出の上、承諾を得る。 

(2) 点検結果報告書等の作成 

受託者は各点検を実施し、「不良箇所一覧表」・「住戸内熱感知器及び蛍光管取替実績一覧表（様式

1）」・「避難器具関連品取替実績一覧表（様式 2）」・「容器弁要改修一覧表（様式 3）」・「業務記録写

真及び不良箇所写真」・法定様式による「消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書」・

「点検票」等を作成する。 

(3) 消火器台帳の作成 

2 回目の消火器点検実施後に、当区指定の消火器台帳を作成する。 

(4) 定期点検の工程 

点検は、実施計画表に従い作業を完了させる。 

原則、第１回目点検（機器・総合点検）は４～８月とし、第２回目点検（機器点検）は１０～２月

の６か月ごとの点検とする。 

 

2.3 提出書類 

提出書類は、次のとおりとする。 

(1) 契約締結後、速やかに提出するもの 

イ 業務着手届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２部 

ウ 業務責任者及び業務従事者等通知(変更)書・・・・・・・・・・２部 

※ 経歴書・資格者証等の写しを添付 

エ 業務計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２部 

オ 保全監督員の指示による書類 

(2) 点検実施前に提出するもの 
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点検日程及び点検者数等一覧表 

※ 点検実施月の前月１５日までに所定書式にて電子データで提出する。 

(3) 点検中に電子データにより提出するもの 

ア 不良箇所一覧表 

点検が完了の都度、速やかに提出する。（点検完了後１週間以内） 

提出データは住宅ごとに作成する。 

また、不良箇所一覧表の作成方法については、保全監督員の指示による。 

イ 容器弁要改修一覧表（様式 3） 

点検が完了の都度、不良箇所写真を添付の上、速やかに提出する。（点検完了後１週間以内） 

なお、不良箇所については、容器弁を含めた消火剤貯蔵槽・ガス容器の製造年月及び製造者名が

確認できるようデジタルカメラ（点検日時入り）により撮影を行う。 

ウ 不良箇所写真撮影 

点検実施時の不良箇所については、デジタルカメラ（点検日時入り）により撮影を行い、不良箇

所一覧表と共に整理して提出する。特に住戸内設備（避難器具等）については、設置位置や設備

状況が分かるように複数枚撮影する。 

(4) 各回点検完了後に提出するもの 

委託業務記録写真 

委託業務記録写真については、デジタルカメラ（点検日時入り）により撮影を行い、６か月に１

回点検完了時に提出する。なお、提出部数は原則１部とするが、保全監督員の指示による。 

ア 作業時における写真 

作業写真撮影の対象は、各住棟（施設）とし、６か月に１回、同一団地に偏りがないように撮影

する。 

なお、撮影にあたっては、点検作業（作動試験を含む。）が確認できる写真とする。 

イ 住戸内点検時における写真 

住戸内に立ち入り点検を行う消火器、感知器、及び避難器具等は、住戸の確認ができるよう部屋

番号を記載した小黒板等を入れ撮影する。その際、氏名等の個人情報を掲載しない。 

ウ 設備復旧時における写真 
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点検に伴う事故防止のため、各種スイッチ・ブレーカー等を操作した場合は、点検終了後にスイ

ッチ・ブレーカー等を復旧したことが確認できる写真を撮影する。 

※ 消防用設備等、給水設備、共用灯設備（誘導灯信号装置）など 

エ 泡（ＰＦＯＳ含有）消火薬剤貯蔵槽の写真 

泡消火薬剤貯蔵槽に消火薬剤がＰＦＯＳ含有であること等の表示をした後、撮影する。 

オ 建設副産物の写真 

建設副産物を荷台等に積み込んだ状態で、ナンバープレートと建設副産物運搬車両である旨の表

示を入れ撮影する。 

また、ストックヤードや受入地の状況等を撮影すると共に、再資源化施設等や最終処分場（直接

最終処分する場合）の撮影にあたっては、施設名称看板等を入れ撮影する。 

※ 不良箇所について撮影したものについては、委託業務記録写真として兼用することができ

る。 

(5) 第１回目点検完了後提出するもの 

ア 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書・・・電子データ 

イ 業務記録写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

ウ 確認写真（住戸内点検、設備復旧、PFOS 消火薬剤貯蔵槽）・・・１部 

エ 不良箇所一覧表（不良箇所写真含む）・・・・・・・・・・・・１部 

オ 住戸内熱感知器及び蛍光管取替実績一覧表（様式 1）･・・・・・１部 

カ 避難器具関連品取替実績一覧表（様式 2） ・・・・・・・・・・１部 

キ 容器弁要改修一覧表（様式 3）･・・・・・・・・・・・・・・・１部 

ク 委託業務完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２部 

(6) 第２回目点検完了後提出するもの 

ア 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書・・・電子データ 

イ 業務記録写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

ウ 確認写真（住戸内点検、設備復旧、PFOS 消火薬剤貯蔵槽）・・・１部 

エ 不良箇所一覧表（不良箇所写真含む）・・・・・・・・・・・・１部 

オ 住戸内熱感知器及び蛍光管取替実績一覧表（様式 1）･・・・・・１部 
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カ 避難器具関連品取替実績一覧表（様式 2）・・・・・・・・・・１部 

キ 容器弁要改修一覧表（様式 3）・・・・・・・・・・・・・・・１部 

ク 消防用設備等取扱説明会実績一覧表（様式 4）・・・・・・・・１部 

ケ 委託業務完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２部 

コ 消火器台帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電子データ 

サ 建設副産物の処理関係書類（写真含む）・・・・・・・・・・・１部 

※ 消防署へ点検結果報告書を提出する場合は、(5)ア及び(6)アの提出に加えもう２部（正・

副）提出するものとする。ただし、消防署が電子申請を認めた場合において電子データにより提

出をする場合はこの限りではない。また電子申請にて消防署の受理が確認できる報告書を区に提

出すること。 

※ 電子データでの提出方法については監督員の指示による。また、一部紙ファイルでの提出と

する。（行政・建物所有者等へ提出する分、完了検査、監査等での必要分、その他監督員の指示

による） 

 

2.4 確認者名等の記載 

点検票の防火管理者欄には当該住宅の防火管理者の氏名、立会い者欄には立会い者・連絡員・保全

監督員等いずれかの氏名を記入する。 

 

2.5 点検保守の留意事項 

(1) 業務は、保全監督員と事前に十分打ち合わせを行い全てに遺漏の無いよう実施する。また、委託

図書等に明示されていない事項でも、業務の性格上当然必要とするものは、保全監督員と協議の上

実施する。 

(2) 業務の実施に当たっては、連絡員・自治会及び関係機関等へ事前連絡をすると共に、２週間前ま

でに居住者に対して「お知らせ」等で周知を図る。なお、シルバーピア住戸がある場合は、ワーデ

ン又はＬＳＡ（生活援助員）と事前に十分打ち合わせを行う。「お知らせ」等には会社名・電話番号

等を必ず明記し、掲示板等に掲示をする。（掲示板等の管理者に掲示の許可を事前に得る。） 
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(3) 住戸内の点検にあたっては、２週間前までに点検日程等を居住者に通知する。また、住戸内の休

日点検は原則、居住者からの要望などを除いて行わない。（共用部分の休日点検は原則行わない。） 

(4) 天井材にアスベストが含有されている住戸や共用廊下・階段天井面において感知器の点検を実施

する際は、天井面に試験器を接触させないよう十分注意して行う。 

(5) 昇降機設置住棟において、自動火災報知設備の点検を行う際は、事前に昇降機保守管理会社に連

絡し、必要に応じて立会いを求める。 

(6) 点検作業中は常に火災の発生を念頭におき、非常の際は直ちに対応が出来るよう留意する。 

(7) 点検作業中に災害・事故等が発生した時は、速やかに適切な処置を取ると共に直ちに原因・経

緯・被害の状況について保全監督員等に報告する。特に第三者に被害を及ぼした場合は、速やかに

保全監督員等に報告すると共に第一次的に受託者が窓口となり早期かつ適切な解決を図る。 

(8) 点検作業中は、不意の電鈴等の鳴動による不要な不安を居住者に与えぬよう常に居住者と密接な

連絡をとり、作業の内容を周知徹底する。また、点検作業終了後、復旧作業（消防用設備等と連動

している設備を含む。）の確認を実施する。特にスイッチ・ブレーカー類については、復旧完了後に

写真を撮り、記録を残す。 

(9) 複合施設のある建物については、移報発報等に留意し、施設管理者や防災センター要員、中央監

視室要員と事前打ち合わせを行い、連携をとる。 

(10) 点検により緊急に修繕を要する不良箇所を発見した時は、直ちに保全監督員に報告しその指示

に従う。また、報告をする時間的余裕のない時は、応急処置を施して保全監督員に報告しその指示

に従う。なお、警報設備又は消火設備が全く機能しないことを確認した場合は、保全監督員に報告

の上、速やかに管轄の消防署へ報告を行う。 

(11) 建築基準法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第 290 号）に基づき設置された昇降

機の昇降路内に煙感知器が設置されている場合は、点検前に昇降機保守管理会社と十分打ち合わせ

を行い、昇降機定期点検に合わせて煙感知器の点検を行う。 

(12) 製造後５年を超える蓄圧式消火器及び製造後３年を超える加圧式消火器は、同型の新品蓄圧式

消火器に取替える。取替えの詳細については監督員の指示による。 

(13) 本業務に伴う建設副産物の処理については、法令を遵守し、適切に処理を行う。また、処理状

況を確認できる書類・写真等も提出する。 
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(14) 連結送水管耐圧性能点検においては、以下の事項に留意すること。 

１）点検圧力は、設計送水圧（送水口付近に表示された送水圧力）にしたがった静水圧力とする。

表示圧力が不明の合は、竣工図書により送水圧力を確認すると共に、最も低い圧力となる放水口

での締切静水圧力が 1.0Mpa となるように徐々に加圧すること。また設置年月日を確認し、平成

２年以前のものについては、最も低い圧力となる放水口での締切静水圧力が 0.35Mpa となるよ

うに徐々に加圧すること。 

２）動力消防ポンプによる配管の耐圧性能点検の実施については、下記の手順で実施する。 

ア 加圧送水装置がない場合 

①動力消防ポンプを送水口に接続し、運転させ配管や弁類の状態を確認しながらゆっくりと送水

口より送水する。（乾式の場合は最上階の放水口の空気抜き弁を開き、充水確認を行う。 

また充水配管の場合は、常時圧力より圧力が上昇したことを確認した後最上階の放水口の空気弁

にて空気抜きを行う。） 

※乾式配管の場合については、配管耐圧性能点検前に空気圧（参考：0.2Mpa）による予備試験

を行い予備試験の時点で漏れが確認されたときは、配管耐圧試験は中止する。 

②配管内が充水され、圧力が水頭圧力より上昇したことを確認後、動力ポンプを停止させ、漏水

の有無を確認する。（大きな漏水が確認された場合は、点検作業を中止し状況の確認を行う。） 

③送水口より徐々に、設計送水圧力まで加圧する。配管が水道用亜鉛めっき鋼管（SGPW)及び

配管用炭素鋼管(SGP)は送水圧力の上限を 1.0MPa とする。 

④送水口近傍に設置した仮設圧力計にて設計送水圧力まで水圧が上昇したことを確認した後、圧

力計の指示値により漏水の有無を判断する。加圧保持時間は連続３分間とする。 

※送水口が複数ある場合には全ての送水口にて耐圧試験を行う。 

⑤耐圧性能点検終了後、充水式にあっては補助高架水槽（呼水槽）止水弁を開き逆止弁の点検を

行う。又配管耐圧試験時に滞留水排出作業を合わせて行うこと。なお乾式配管の場合は、凍結

事故防止のため配管内の水抜きを行う。 

イ 加圧送水装置を有する場合加圧送水装置を有する場合は、下記の要領とする。 

①加圧送水装置一次側配管部分 

加圧送水装置の一次側の、止水弁を閉鎖して実施する。 
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耐圧性能点検は、上記（16）の２）アの①～⑤により実施する。 

②加圧送水装置二次側配管部分 

加圧送水装置の二次側の止水弁を閉止し、加圧送水装置を閉鎖し、加圧送水装置の吐出側直近の

最も低位な位置の放水口より動力ポンプ等を用いて耐圧性能試験を実施する。 

耐圧性能点検は、２.４(2)アの①～⑤により実施する。 

３）耐圧性能点検の結果に異常が認められない限り点検終了後、送水口本体又は標識の直近及び加圧

送水装置等の制御盤の全面に、点検実施社名、点検実施日、耐圧試験圧力（Mpa）を記載した点

検済証を貼付すること。 

 

2.6 消防用設備等の取扱い説明 

(1) 自治会等の消防訓練に立会い要望があった場合は、保全監督員の指示により対応する。立会い後

は、「消防用設備等取扱説明会実績一覧表（様式４）」を提出する。避難器具の取扱い説明は、点検

の機会を活用し居住者へ行う。 

(2) 保全監督員から消防用設備等の取扱い説明の指示があった場合は、点検の機会を活用し管理員、

自治会及び居住者等に対し説明を行う。 

ただし、警報設備及び消火設備の取扱い説明会は行うものとし、点検案内の掲示時に点検終了後

に当該設備の取扱い説明を行う旨の掲示も併せて行う。説明会実施後は、「消防用設備等取扱説明会

実績一覧表（様式 4）」を提出する。 

(3) 点検時に防災センター要員等に対して総合操作盤（消防関連部分）及び消防用設備等の操作・取

扱い方法に関する説明（講習）を行う。 

なお、事前に防災センター機器説明会日程表を提出する。 
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簡易専用水道施設検査（法定検査）委託特記仕様書 

 

 

第１章 一般事項 

１. １ 目 的 

 この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下｢区｣という）が管理する施設の業務委託について定

め、関係法令・規則等を遵守し当該業務が合理的かつ効率的に執行されることを目的とす

る。 

 

１. ２ 適用範囲 

 本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書」(編集：東京都財務局

建築保全部工務課)（以下「標準仕様書」という）による。 

(1) この特記仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行する。 

 

１. ３ 疑義に対する協議等 

委託内容に関して疑義が生じた場合は、保全監督員と協議する。 

 

１. ４ 関係法令等の遵守 

 業務の実施にあたって、業務に関する関係法令等を遵守し、円滑な業務の進行を図らねばな

らない。また、その適用、運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

１.５ 業務責任者 

(1) 受託者は、業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、区に通知しなければならない。ま

た、業務責任者を変更する場合も同様とする。 

(2) 業務責任者は、業務を行なう者を指揮監督するとともに、保全監督員との連絡を密にし、

適正な業務の施行に努める。 

(3) 業務責任者は、受託業務履行の管理･運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者と

する。 

(4) 業務責任者は、自ら業務を行なうことができる。 

 

１.６ 業務従事者  

(1) 業務を行なう者は、必要な知識及び技能を有するものとする。 

(2) 関係法令等により業務を行なう資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務

を行なう。 

参考
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１.7 提出書類 

提出する書類の様式、体裁等は受託者の自由とする。 

 (1) 契約締結時、速やかに提出する書類 

ア 業務責任者及び業務従事者等通知書  ·························································· １部 

・経歴書 

・資格者証（写し） ··············································································· 必要に応じ添付 

イ 業務計画書（第 321 号様式 ······································································· １部 

ウ その他、必要な書類  ·················································································· 必要部数 

(2) 業務着手前又は、その都度提出する書類 

ア 点検日程表（イベント情報一覧） ······························································ データ 

イ その他、必要な書類 ··················································································· 必要部数 

(3) 業務完了時、提出する書類 

ア 業務完了届 ································································································ １部 

イ 不良箇所報告書 ························································································· １部 

ウ その他、必要な書類 ··················································································· 必要部数 
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第２章 施設検査 

 

２.１ 必要な書類  

その他、必要な書類は以下のとおりとする。 

(1) 契約締結時、速やかに提出する書類 

ア 業務責任者及び業務従事者の細菌検査成績通知書  ···································  １部 

（６ヶ月に１回） 

イ 業務責任者及び業務従事者の厚生労働省告示第 262 号に 

定める身分証明書（写し） ······································································ １部 

ウ 監督員が指示するもの ············································································ 必要部数 

(2) 業務着手前又は、その都度提出する書類 

ア 監督員が指示するもの ············································································ 必要部数 

(3)業務完了時、提出する書類 

ア 簡易専用水道検査結果書 ········································································· １部 

イ 監督員が指示するもの ············································································ 必要部数 

 

２.２ 事前調査  

「数量書」に基づき対象建築物の検査対象設備を確認し、円滑な業務実施を図らなければなら

ない。対象建築物の図面等の閲覧が必要なときには、事前に保全監督員に申し出ること。 

 

２.３ 検査準備 

 業務実施等で車両を使用する必要があるときには、受託者の責任で駐車場を確保すること。た

だし、保全監督員と住民代表等（自治会長等）並びにフロントスタッフの了解を得た場合は、

団地内に駐車してもよい。 

 

２.４ 施設検査の項目 

 検査の項目については、「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」（厚生労働

省告示第 262 号 平成 26 年 3 月 31 日改正）「新宿区小規模給水施設の衛生管理指導要綱」

（昭和 59 年 4 月 16 日決定 59 新衛管第 29 号）に基づき実施すること。 

 

２.５ 受検報告書 

 検査終了後、「簡易専用水道受検報告書」を各保健所宛に提出すること。 
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２.６業務記録写真 

 営繕工事･委託業務記録写真撮影要領(設備)（3.4.1）（3.4.3）に基づき提出のこと。写真はデ

ジタルカメラにより日付が判別できるように撮影すること。撮影箇所は以下のとおりとする。 

ア 住宅全景 

イ ポンプ室及び受水槽外部全景（柵等の外観） 

ウ 高置水槽、給水塔全景 

エ 不良箇所（全て） 

電子記録は、記録媒体（DVD-R 等）により提出すること。なお、記録媒体のレーベル面には

委託件名、受託者名を明記する。また、複数枚になる場合は、整理番号順に整理すること。

不良箇所については、明確に状況がわかるように撮影し不良箇所報告書に添付すること。 

また、紙にプリントし提出する場合は、デジタルカメラで撮影した写真データをプリント

し、インデックスを付けアルバム綴じすること。A4 用紙１枚片面あたり画像プリント数は６

枚程度までとし、両面印刷も可とする。アルバムは見やすい表紙及び目次を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87



別添 307 

1 

 

圧送式給水装置定期点検保守委託特記仕様書 

 

第１章 一般事項 

１. １ 目 的 

この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下｢区｣という）が管理する施設の業務委託につい

て定め、関係法令・規則等を遵守し当該業務が合理的かつ効率的に執行されることを目的

とする。 

 

１. ２ 適用範囲  

本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書」(編集：東京都財

務局建築保全部工務課)（以下「標準仕様書」という）による。 

(1) この特記仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行する。 

 

１. ３ 疑義に対する協議等  

委託内容に関して疑義が生じた場合は、保全監督員と協議する。 

 

１. ４ 関係法令等の遵守  

業務の実施にあたって、業務に関する関係法令等を遵守し、円滑な業務の進行を図らね

ばならない。また、その適用、運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

１.５ 業務責任者 

(1) 受託者は、業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、区に通知しなければならな

い。また、業務責任者を変更する場合も同様とする。 

(2) 業務責任者は、業務を行なう者を指揮監督するとともに、保全監督員との連絡を密

にし、適正な業務の施行に努める。 

(3) 業務責任者は、受託業務履行の管理･運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有す

る者とする。 

(4) 業務責任者は、自ら業務を行なうことができる。 

 

１.６ 業務従事者  

(1) 業務を行なう者は、必要な知識及び技能を有するものとする。 

参考
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(2) 関係法令等により業務を行なう資格が定められている場合は、当該資格を有する者

が業務を行なう。 

 

１.７ 保全監督員  

業務の性質上当然必要とするものは、保全監督員との協議により実施する。 

 

１.８ 提出書類  

提出する書類の様式、体裁等は受託者の自由とする。 

(1) 契約締結時、速やかに提出する書類 

ア 業務責任者及び業務従事者等通知書 ······················································ １部 

・経歴書 添付 

・資格者証（写し）必要に応じ添付 

イ 業務計画書 ··························································································· １部 

ウ その他、必要な書類 ·············································································· 必要部数 

(2) 業務着手前又は、その都度提出する書類 

ア 点検日程表（イベント情報一覧） データ 

イ その他、必要な書類 必要部数 

(3) 業務完了時、提出する書類 

ア 業務完了届 ··························································································· １部 

イ 保守点検結果報告書 ·············································································· １部 

ウ 不良箇所報告書 ···················································································· １部 

エ その他、必要な書類 ·············································································· 必要部数 
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第２章 保守点検業務 

２.１必要な書類 

その他、必要な書類は以下のとおりとする。 

(1) 契約締結時、速やかに提出する書類 

ア 業務責任者及び業務従事者の細菌検査成績通知書 ······································ １部 

（６ヶ月に１回） 

イ 監督員が指示するもの ··············································································· 必要部数 

(2) 業務着手前又は、その都度提出する書類 

ア 監督員が指示するもの ··············································································· 必要部数 

(3) 業務完了（請求）時、提出する書類 

ア 圧送式給水装置点検結果報告書 ································································· １部 

イ 監督員が指示するもの ··············································································· 必要部数 

 

２.２ 共通事項  

(1) 本業務に要する電気料金、水道料金、下水道料金、作業用具、並びに次の作業・交換

部品・消耗品類は受託者の負担とする。 

ア 各機器・計器類の調整 

イ 圧力タンク内の空気量調整、配管類のエアー抜き作業 

ウ 制御盤の端子・給水装置及び配管類のゆるみ増締め 

エ ポンプ据付け状況の確認（異音・芯ズレ等の点検） 

オ ポンプ潤滑油の補充（給油タイプのもの） 

カ ヒューズ・表示灯電球の取替（故障品のみ） 

キ グランドパッキンの増締め 

ク 圧力タンク点検口のパッキング並びに不良ボルトの取替 

ケ 圧力タンク内の洗浄 

(2) 点検の結果生じた、(1)項以外の部品の取替、及び修繕等は別途発注とする。 

ただし、緊急を要する修繕は、その旨保全監督員に報告しその指示に従い修繕を実施

する。 

(3) 保守点検中及び完了後、点検作業による故障が発生したときは、受託者の責に置いて

直ちに修繕し、正常な状態に復旧すること。 
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(4) 故障発生に伴い断水等の作業が必要なときは、至急、保全監督員に連絡し指示を受け

ると共に、居住者に対する連絡を速やかに行い、応急修繕等により給水の確保に努める

こと。また、完全復旧後、事故報告書を速やかに提出すること。 

(5) 保守点検中、本業務に関係しない給水設備の異常を発見した場合においても、直ちに

保全監督員に連絡し、指示を受けること。 

(6) 遠隔監視を行っている給水設備は、点検作業に入る前に必ず遠隔監視会社へ電話連絡

確認後、遠隔監視補助盤のスイッチを「監視」から「作業中」へ切替えること。また、

作業終了後は、電源を入れ、遠隔監視会社へ点検作業終了を電話連絡し、「作業中」を

「監視」に忘れず戻すこと。 

(7) 点検完了に際しては、給水装置のバルブ類、スイッチ類が運転状態になっていること

を念入りに確認し、後になって断水事故等が起こらぬよう十分に配慮すること。 

(8) 圧力タンク内部の点検・洗浄は、数量書に指定する施設とする。 

 

２．３ 現場管理等 

(1) 衛生管理 

業務責任者、業務従事者は健康管理及びその他、身体の衛生管理について次の事項を

遵守しなければならない。 

① 着衣、身体等は清潔に保ち、点検当日は下痢、風邪等の諸症状及び皮膚病等、感染

性疾病の症状がある者に作業をさせてはならない。 

② 圧力タンクの内部を洗浄する前に、汚物等に触れる作業に従事させないこと。 

(2) 作業現場の安全衛生 

ア 作業現場の安全衛生に関する管理は業務責任者が行い、常に安全管理に必要な措置を

講じ、労働災害の防止に努めること。 

イ 圧力タンク内洗浄に関する衛生管理 

① 洗浄に使用する手袋、ブラシ等の器具類は飲料水専用のものを使用し、さらに、次

亜塩素酸ナトリウム 50～100ppm 溶液で消毒したものを使用すること。 

② 洗浄は清水（水道水）にて行い、異物（鉄錆、砂等）の除去と洗浄廃水の排出は完

全に行うこと。洗浄排液の排水は雑排水桝等に確実に排出すること。（雨水経路に排

水しないこと） 
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③ 洗浄後は、噴霧器により消毒液（次亜塩素酸ナトリウム 50～100ppm 溶液）をタ

ンク内壁面にくまなく吹付け、30 分以上経過した後、清水による水洗いを十分に実

施すること。 

④ 満水後に給水ポンプ・自動給水弁・自動運転装置及び機器類が正常に作動すること

を確認して作業完了すること。 

⑤ 受水槽等の槽内を満水にした後、水質検査及び残留塩素を測定し、表－１の基準を

満たしていることを確認すること。 

表―１ 

項目 基準 検査又は測定方法 

色度 ５度以下 水質基準に関する省令 

に定める方法、また

は、 

これと同等以上の精度 

を有する方法 

濁度 ２度以下 

臭気 異常でないこと（但し、消毒による

ものを除く） 

味 異常でないこと（但し、消毒による

ものを除く） 

残留塩素 

の含有率 

遊離残留塩素の場合は 0.2mg/㍑以

上 

結合残留塩素の場合は 1.5mg/㍑以

上 

原則として、DPD 法 

 

⑥ 水質について前項表-1 を確認後、居住者に使用開始の通知を行うこと。 

⑦ 団地各室の水洗便所、その他の給水設備に作動不良が発生した時、直ちに調整また

は応急修繕を実施すること。また、復旧に長時間要する修理や復旧不能な事態が起

きた場合は早急に保全監督員に連絡し指示に従うこと。時間外にあっては、区の設

ける時間外窓口に連絡し、然るべき措置を講じてもらうとともに応援が駆けつける

までの間、業務責任者または業務従事者は現場に待機すること。 

⑧ 断水解除後は、各住戸の量水器を確認すること。漏水が疑われる住戸は、量水器廻

りの仕切弁を閉止し必要な処置を講ずること。 

(3) 給水施設の鍵は、保全監督員の指示に従い適切に行い、盗難、紛失等に十分注意する

こと。 
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２.４ 保守点検 

保守点検は下記による。 

(1) 圧力タンク方式給水装置の保守点検 

保守点検は、「外観点検」「機能点検」及び「第２種圧力容器点検」とし、年１回実施す

る。 

ア 外観点検は、「圧送式給水装置点検表兼結果報告書［圧力タンク方式］（その１）」及

び「ポンプ点検表兼結果報告書」による。 

イ 機能点検は、「圧送式給水装置点検表兼結果報告書［圧力タンク方式］（その２）」に

よる。 

ウ 第２種圧力容器点検は、「第２種圧力容器点検記録表」による。 

(2) 速度制御方式給水装置［周波数制御方式］［過電流継手方式］の保守点検 

保守点検は、「外観点検」及び「機能点検」とし、年１回実施する。 

ア 外観点検は、「圧送式給水装置点検表兼結果報告書［速度制御方式］（その１）」及び

「ポンプ点検表兼結果報告書」による。 

イ 機能点検は、「圧送式給水装置点検表兼結果報告書［速度制御方式］（その２）」によ

る。 

(3) ブースターポンプ方式給水装置の保守点検 

保守点検は、「外観点検」及び「機能点検」とし、年１回実施する。 

ア 外観点検は、「圧送式給水装置点検表兼結果報告書［ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ方式］（その１）」

及び「ポンプ点検表兼結果報告書」による。 

イ 機能点検は、「圧送式給水装置点検表件結果報告書［ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ方式］（その２）」

による。 

(4) 増圧直結方式給水装置の保守点検 

 保守点検は、「外観点検」及び「機能点検」とし、年１回実施する。 

ア 外観点検は、「圧送式給水装置点検表兼結果報告書［増圧直結方式］（その１）」及び

「ポンプ点検表兼結果報告書」による。 

イ 機能点検は、「圧送式給水装置点検表件結果報告書［増圧直結方式］（その２）」によ

る。 

(5) 蓄圧タンク方式給水装置の保守点検 

 保守点検は、「外観点検」及び「機能点検」とし年１回実施する。 
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ア 外観点検は、「圧送式給水装置点検表兼結果報告書［蓄圧タンク方式］（その１）」及

び「ポンプ点検表兼結果報告書」による。 

イ 機能点検は、「圧送式給水装置点検表兼結果報告書［蓄圧タンク方式］(その２)」に

よる。 

 

２.５ 業務記録写真 

 営繕工事･委託業務記録写真撮影要領(設備)（3.4.1）（3.4.3）に基づき提出のこ

と。写真はデジタルカメラにより日付及び時刻が判別できるように撮影すること。 

撮影箇所は、以下をさらに加えることとする。 

 

ア 増圧直結方式給水装置の逆流防止器点検中･ストレーナー清掃作業中の状況 

電子記録は、記録媒体（DVD-R 等）により提出すること。なお、記録媒体のレー

ベル面には委託件名、受託者名を明記する。また、複数枚になる場合は、整理番号

順に整理すること。不良箇所については、明確に状況がわかるように撮影し不良箇

所報告書に添付すること。 

また、紙にプリントし提出する場合は、デジタルカメラで撮影した写真データをプ

リントし、インデックスを付けアルバム綴じすること。A4 用紙１枚片面あたり画像

プリント数は６枚程度までとし、両面印刷も可とする。アルバムは見やすい表紙及

び目次を添付すること。 
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シルバーピア緊急通報システム定期点検保守委託仕様書 

 

第１章 一般事項 

1.1 目的 

この仕様書は、新宿区住宅課（以下「 区」という。）が管理する付帯設備の保守管理業務

について定め、当該業務を合理的かつ効率的に執行する事を目的とする。 

 

1.2 適用範囲 

この仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。 

 

1.3（疑義に対する協議等 

委託内容に関して疑義の生じた場合は、あらかじめ保全監督員と協議する。 

 

1.4（関係法令等の遵守 

業務の実施にあたっては、業務に関する関係法令等を遵守し円滑な業務の進捗を図らね

ばならない。また、その適用及び運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

1.5（業務責任者の選任 

受託者は、業務の実施にあたり業務責任者を選任し、経歴書を添えて当区に届けなけれ

ばならない。変更があった場合も同様とする。なお、業務責任者はシルバーピア緊急通報

システム業務に５年下上実務経験を有する者とする。 

 

1.6（事前の準備 

定期点検及び保守の実施に先立ち、次のことを行う。 

以１）（当該業務を行う上で保全監督員と協議した事項及び保全監督員の指示事項の確認 

以２）（当該業務に関する記録の確認及び検討 

以３)（ （当該業務を行う者に対する業務計画書の周知徹底 

以４)（ （当該業務を行う者に対する業務上の安全対策の周知徹底 

 

1.7（測定器具及び試験器具 

測定及び試験に使用する器具は、認定品及び校正された適正なものを使用し、測定の目

的、内容等に合った測定の方法、条件等を考慮し、確実な測定を行う。 

 

1.8（身分の証明 

業務に携わる者は、常に受託者名を記した腕章又はバッジを着用し、身分証明書を携帯

参考

105



別添 308 

2 

 

し、関係者から請求のあった場合はそれを提示しなければならない。 

 

1.9（関係者への連絡 

業務の実施にあたっては、保全監督員と連絡を密にして、業務の円滑な実施を図ると共

に、自治会、ＬＳＡ以ライフサポートアドバイザー）、シルバーピア管理人等、居住者及び

関係機関等への連絡、広報を徹底し、迷惑の掛からぬ様に十分配慮する。 

 

1.10（保全監督員との協議 

委託図書等に明示されていない事項でも、業務の性格上当然必要とするものは、保全監

督員との協議により実施する。 

 

 

第２章（保守管理業務 

2.1（緊急通報システム 

この業務は、シルバ－ピア以高齢者集合住宅）に設置された、緊急通報の情報以在室・

不在室生活異変、緊急呼出し、火災及びガス漏れ）を監視する機器及びそれに付属する全

ての機器をいう。 

 

2.2（保守管理 

受託者は、次に掲げる業務を誠実に実施し、緊急通報システムの正確かつ良好な状態を

保持する。 

以１）点検・保守(点検内容については台帳による) 

ア（１住戸当たりの点検は、総合点検２回、巡回点検１回の年３回とする。 

イ（総合点検 

監視装置以副監視盤）及びシルバ－ピア全住戸の設備を以表－１）の保守管理基準に

より６ヶ月に１回の点検を実施する。 

ウ（巡回点検以月次点検） 

監視装置以副監視盤）及びシルバ－ピア全住戸の１０％程度を対象とし、設備につい

て以表－１）の保守管理基準により１ヶ月に１回、点検を実施する。ただし、全住戸

が１０戸未満の場合は、1（ヶ月に 1（戸を対象に点検を実施し、全住戸の点検が一巡

した時点で完了したものとする。なお、総合点検実施月は月次点検を除く。 

エ（巡回時、新入居等で機器の使用方法が不明な場合には使用方法について説明を行う。 

オ（あき家については窓口センター等で鍵を借用し、点検を実施する。 

カ（長期不在住戸等については概ね年３回下上は訪問し、チラシ投函による点検の周知

や、ＬＳＡ以ライフサポートアドバイザー）、シルバーピア管理人以生活協力員）との

連携を行い、外部点検可能機器等の点検を実施すること。また、点検報告書にてこれ
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らの取組内容が判別可能となるよう記載する。 

以２）保全業務 

受託者は、緊急通報システムの故障等を事前に発見する事に努め、保全上必要と認め

られる場合には、以表－２）の委託対象修繕・取り替え部品一覧表により、速やかに修

繕及び取り替えを行うものとする。また、電源部における制御部基板のメモリーバック

アップ用電池以リチウム）は製造年から 4（年経過した時点で、交換するものとする。

これに係る費用は受託者負担とする。なお、契約図書に定めの無い部分機器の故障につ

いては、速やかに保全監督員に報告すると共に対応について協議する。 

ただし、緊急を要するものは直ちに修繕や、応急対応等を行い、ＬＳＡ以ライフサポ

ートアドバイザー）、シルバーピア管理人等と連携すると共にその旨を保全監督員等に

報告すること。メモリーバックアップ用電池等交換業務の実施に伴い発生した廃棄物

等の処理は、関係法令に基づき適切に処理する。これに係る費用は受託者負担とする。 

 

2.3（業務実施時の留意事項 

委託業務は、保全監督員と十分打ち合わせのうえ実施計画書により、遺漏無きように実

施する。 

総合点検及び巡回点検の実施あたり、事前に作業予定をＬＳＡ以ライフサポートアドバ

イザー）、シルバーピア管理人等に通知すると共に、点検実施後はＬＳＡ以ライフサポート

アドバイザー）、シルバーピア管理人等の確認印を得る。 

点検日当日に不在住戸等が発生した場合、 お知らせ」を配布し、その旨をシルバーピア

管理人等へ報告すること。再点検については改めて居住者およびシルバーピア管理人等と

調整を行う。 

 

2.4（提出書類 

書類提出および提出先は次のとおりとする。 

以１）契約締結時に提出するもの（ (提出先:新宿区住宅課) 

イ（業務着手届 ····························································································· ２部 

ウ（業務責任者および業務従事者等以変更）通知書 ······································· ２部 

エ（業務計画書 ２部 

以２）毎月提出するもの（ (提出先:（新宿区住宅課) 

ア（当月分点検報告書 ·················································································· ２部 

報告様式は次のとおりとする。 

住宅別保守点検業務報告以様式１） 

住宅別年間進捗状況以星取表）以様式２） 

住宅別履行確認表以様式３） 

総合点検表以個票）以様式４） 
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巡回点検表以個票）以様式５） 

シルバーピア緊急通報システム点検結果一覧以全受託住宅）以様式６） 

イ（翌月分点検日程表 ·················································································· ２部 

ウ（不良個所一覧２部 

エ（その他必要な書類 ·················································································· ２部 

以３）半期毎に提出するもの以提出先：新宿区住宅課） 

ア（メモリーバックアップ用電池交換実施及び予定一覧表以様式７） ············ ２部 

イ（業務完了届 ····························································································· ２部 

ウ（その他監督員指示による書類 ·································································· ２部 

 

2.5（委託業務記録写真 

委託業務記録写真については、委託業務記録写真撮影要領以設備）に基づき、デジタル

カメラ以点検日時入り）により毎月撮影する。写真撮影の対象は、同一住戸に偏ることの

ないようにし、総合盤以監視盤、副監視盤）については 1（枚下上/施設、住戸内設備点検

にあっては、呼び出し釦部分、各センサー部分、電気錠部分の点検作業以作動試験）が判

明できるものを対象戸数の１０%程度撮影を行う。またその他、監督員指示によるものに

ついても撮影を行う。なお不良箇所について撮影したものは、委託業務記録写真として兼

用することができる。 
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防火設備定期点検業務委託特記仕様書 

 

第１章 一般事項 

１．目的  

本業務は、新宿区住宅課（以下「委託者」という。）が管理する新宿区立住宅に

ついて、建築基準法第１２条第４項に定める防火設備（煙感知器や熱感知器（温度

ヒューズ式を含む）と連動して閉鎖又は作動する防火扉、防火シャッター、耐火ク

ロススクリーン、ドレンチャー等）の作動状況等の点検（以下「定期点検業務」と

いう。）を法の趣旨に即し実施し、防火設備の適正な維持保全の確保に資すること

を目的とする。 

 

２．適用範囲  

１） 本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書」(編集:

東京都財務局課)以下「標準仕様書」という）による。  

２） この仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において、履行するものとす

る。  

 

３．疑義に対する協議  

委託内容に関して疑義が生じた場合は、保全監督員と協議を行う。  

 

４．関係法令等の遵守  

業務の実施にあたって、業務に関する関係法令等を遵守し、円滑な業務の進行を

図らなければならない。また、その適用、運用は受託者の負担と責任において適切

に行う。  

 

５．業務責任者  

１） 受託者は、業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、委託者に通知しなければ

ならない。また、業務責任者を変更する場合も同様とする。  

２） 業務責任者は、業務を行なう者を指揮監督するとともに、保全監督員との連絡

を密にし、適正な業務の施行に努める。  

３） 業務責任者は、受託業務履行の管理･運営に必要な資格、知識、技能及び経験を

有する者とする。  

４） 業務責任者は、自ら業務を行なうことができる。  

 

 

参考
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６．業務従事者 

１） 業務を行なう者は、必要な資格、知識及び技能を有するものとする。  

２） 関係法令等により業務を行う資格が定められている場合は、その業務について

当該資格を有する者が行う。 

 

7. 提出書類  

１) 契約締結後、速やかに提出する書類  

ア 業務責任者及び業務従事者等通知書（資格証、修了証は実物確認）  

イ 業務計画書（業務日程表添付）  

ウ その他、保全監督員より指示された書類（必要部数）  

２) 業務実施期間中、提出する書類  

ア 緊急修繕等報告書（発生時、速やかに）  

イ その他、監督員より指示された書類  

３) 請求時に提出する書類（成果品）  

ア 業務完了届 

イ 防火設備定期点検報告書（都営住宅以外２部）  

ウ 防火設備定期点検実施一覧、要是正箇所一覧  

エ 業務記録写真  

オ その他、監督員より指示された書類（必要部数）  

※書類提出部数は、指定なきものは原則１部とする。  

※上記、イ～エのデータをCD-R等で２部納品する。  

 

 

 

第２章 点検業務等  

１．資格等  

業務責任者及び業務従事者は、次のいずれかであること。  

ア 一級建築士  

イ 二級建築士  

ウ 防火設備検査員資格者証の交付を受けたもの  

２．事前調査  

「住宅別一覧表」に基づき、必要により事前調査を行い、対象住棟の点検対象設備

を確認し、円滑な業務実施を図らなければならない。事前調査により疑義が生じた

ときは保全監督員に速やかに申し出ること。 また、関係機関（公共機関、防災セ

ンター等）に事前連絡協議が必要な場合は、業務実施日までに協議を確実に終える

こと。  
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３．点検準備  

１） 受託者は、業務を実施する前に業務計画書を作成し、保全監督員の承認を受け

ること。  

２） 業務実施日時は保全監督員と協議し、事前に住民代表等（自治会長等）並びに

管理員に周知すること。  

３） 業務実施のお知らせは、掲示板への掲示のほか、住民代表等や管理員の要望等

による方法とする。  

４） 業務実施等で車両を使用する必要があるときは、受託者の責任で駐車場所を確

保すること。団地内の駐車は可能とするが、住民代表等（自治会長等）並びに管

理員の指示がある場合はその指示に従うこと。  

 

４．点検実施  

１） 敷地内では業務に適した服装を着用すること。  

２） 共用部等、第三者が通行する場所で作業を行う際は、安全対策を図り事故防止

に努めること。  

３） 脚立等使用した高所作業や危険を伴う場合は、安全対策を図り事故防止に努め

ること。 高さが２ｍ以上で墜落制止用器具（フルハーネス型または胴ベルト型）

の使用が必要な状況の場合は「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライ

ン（厚生労働省）」に基づいた適切な器具を使用すること。  

４） 受託者は、保全監督員との打合せ内容等、必要により議事録を作成すること。  

５） 業務の実施は、原則として平日の９時から１７時までとする。ただし、特別な

事由があり保全監督員の承認があるときには、この限りでない。  

６） 業務実施に際し、居住者等から質問等があったときには、丁寧な対応を心がけ

問題となる言動は慎むこと。  

７） 点検業務中に、重大事故に直結する危険個所を発見した時は、速やかに保全監

督員に連絡し、事故の未然防止に努めること。  

８） 点検業務に必要な工具、計測機器等の資機材は受託者の負担により行うものと

する。  

９） 業務を行う際は、適切な養生を行い、万一、汚破損を与えた場合は受託者の責

任において原状回復すること。また、業務の実施後は後片付け及び清掃を行うこ

と。  

 

５．写真撮影  

１） 写真撮影計画は、業務実施前に業務計画書等により保全監督員の承認を受ける

こと。  

２） 写真はデジタルカメラにより日付が判別できるように撮影すること。  
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３) 記名板は、撮影内容を説明する記名板を使用し、委託件名、団地名、施設名、撮

影箇所、点検内容、点検日、受託者名等を記載して、点検の記録が判別できるよ

うに撮影すること。  

４） 電子黒板（デジタル工事写真の小黒板情報電子化（被写体画像の撮影と同時に

工事写真へ小黒板の記載情報を電子的に記入するもの））の導入を希望する場

合、その旨を保全監督員と協議し承諾を得ること。  

なお、申請時には電子黒板の導入に必要な機器及びソフトウェア等（以下「使用機

器」という。）に関する資料を添付すること。使用機器の信憑性の確認を行い、

その結果を書面で保全監督員に提出すること。  

５) 業務記録写真  

ア 住棟毎に、全景を１枚以上撮影すること。  

イ 住棟毎に、点検前、点検中、点検後の写真を、任意の１フロア全箇所及び全

種類の防火設備を１枚以上撮影すること（感知器、温度ヒューズが写らない

場合は複数枚に分けて撮影）。  

ウ 点検不良箇所は、全箇所撮影すること。  

エ 提出時は、プリントしアルバム綴じとする。Ａ４用紙１枚あたり画像プリン

ト数は３枚までとし、電子記録データはCD-R等により提出すること。  

オ 写真の整理方法は、保全監督員の指示に従うこと。  

 

６．点検結果報告  

１） 報告書と記録写真は、保全監督員に指示に従って整理すること。  

２） 点検不良箇所の報告書は、不良箇所一覧表として提出すること。  

 

７．業務完了後  

１） 速やかに完了届、必要書類を漏れなく保全監督員に提出すること。  

２） 点検業務の完了は、委託者が指定した検査員による完了検査合格により業務完

了とする。  
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避雷設備定期点検保守業務特記仕様書 

 

第１章 一般事項 

1.1 目的 

この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下「委託者」という）が管理する住宅の付帯設備の定期点検

保守業務について定め、当該業務を合理的かつ効率的に執行する事を目的とする 

 

1.2 適用範囲 

本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書」（編集：東京都財務局建築

保全部工務課）（以下「標準仕様書」という）による。 

（１） この仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。 

 

1.3 用語の定義 

（1）区立住宅等とは、区営住宅・特定住宅、事業住宅等をいう。 

（2）保全監督員とは、当該施設の管理に携わる者で、委託者が受託者に通知した者をいう。 

（3）業務責任者とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために、保全監督員との連絡

調整を行う現場における受託者側の責任者で、受託者が委託者に通知した者をいう。 

 

1.4 疑義に対する協議 

この仕様書の解釈及び本業務に関して疑義のある場合は、保全監督員と協議する。 

 

1.5 法令の遵守 

業務の実施にあたって、業務に関する関係法令等を遵守し円滑な業務の進捗を図らねばならな

い。 

また、その適用及び運用は受託者の負担と責任において適切に行なう。 

 

1.6 業務責任者等の選任 

受託者は、業務の実施にあたり業務責任者を選任し、経歴書を添えて委託者に届けなければならな

い。変更があった場合も同様とする。 

また、業務従事者は業務に必要な知識及び技能を有するものとする。 

業務責任者は次の（１）（２）の全ての資格要件を満たしている者であること。 

（１）業務を総合的に把握・調整し、かつ業務従事者の指導・監督ができる者 

（２）受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能及び経験を有する 者 

参考
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1.7 実施計画の策定 

受託者は業務の実施に先立ち、保守点検日程表を作成し、委託者に提出のうえ、承認を得るものと

する。 

 

1.8 関係者への連絡 

業務の実施にあたっては、保全監督員・連絡員・自治会・その他関係者と連絡を密にし、円滑な進

捗を図らねばならない。 

 

1.9 身分の証明 

業務に携わる者は、常に受託者名を記した腕章又はバッジを着用し、身分証明書を携帯し、関係者

から請求のあった場合はそれを提示しなければならない。 

 

1.10 提出書類 

受託者は、次に定める報告書等を委託者に提出しなければならない。 

書 類 名  部数  提出時期  備 考  

業務着手届  2  契約後速やかに   

業務責任者及び業務従事者等（変

更）通知書  

2  契約後速やかに  経歴書添付  

業務計画書  2  契約後速やかに   

保守点検日程表  2  毎月  １部電子データで提出  

保守点検結果報告書 ２ 完了後速やかに ・Ａ４判ファイルに整理し

提出 

・１部電子データで提出 

不良箇所報告書 ２ 

不良箇所一覧表（不良箇所写真添

付） 

２ 

避雷設備配置図 ２ 

業務記録写真 ２ 

業務完了届 ２  

その他、委託者が指示するもの    
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第２章 定期点検保守業務 

2.1 定期点検保守 

受託者は、避雷設備定期点検保守対象住宅等の避雷設備について、｢JISA 4201｣及び「火災予防

条例第 16 条 2 項 同第 11 条第 1 項第 9 号」に基づき、受雷部、避雷導線、接地部の点検及び接地

抵抗の測定並びに軽微な修繕業務を行うものとする。 

 

イ、 避雷設備定期点検保守対象住宅等は「避雷設備一覧表」による。 

ロ、 点検内容は「避雷設備定期点検保守報告書(別紙１)」による。 

① 点検の結果、修繕等が必要と認められるものについては、判定結果及び備考欄に、その旨記入す

ること。 

② 点検の際、ボルト・ナット、ビスの締付け直しなど、一般工具を使用した軽微な修繕はこの業務

に含むものとする。 

③ 強風時、脱落等の恐れがある部位については、脱落防止の応急処置を施すとともに保全監督員へ

即時、連絡を行うものとする。 

④ 突針支持管の点検については触診を行うものとする。なお点検の際は最上支持点より上方の触診

（必要に応じて道具類・機器類による代替対応も可とする）も実施し、記録写真を提出するこ

と。ただし、安全上支障等がある場合はこの限りでない。 

ハ、 判定結果が(否)のものについては、その詳細を「避雷設備不良個所報告書(別紙２)」及び「避雷

設備修繕一覧表(保全監督員指定書式)」に記載し、不良部分の写真撮影を行うこと。 

※避雷設備修繕一覧表には、判定結果の内容により次のようにランク付を行うこと。 

ランクＳ：全面的に至急修繕(改修)を必要とするもの。 

突針支持管の倒壊の恐れがあるもの。 

複数の部位にわたり、老朽化が見られ設備の全 

面改修を必要とするもの。 

ランクＡ：部分的に至急修繕（改修）を必要とするもの。 

屋上設置の部位（受雷部突針、中継端子箱等） 

及び試験端子箱において、腐食等により脱落の恐れがあるものや 

突針支持管の曲りや変形、支線や支持金具に欠落があるもの。 

接地抵抗基準値を超えるもの（総合１０Ω、接地極が複数ある場合は単独５０Ω） 

ランクＢ：５年以内に修繕(改修)を必要とするもの。 

突針支持管、金具のさびがあるもの。 

ランクＣ：多少、劣化等が確認できるが当分危険のないもの。 

ニ、 避雷設備(受雷部・中継端子箱・接地部)の設置場所を、別添の団地配置図に判り易く記入した

「避雷設備配置図」を作成すること。 
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ホ、 定期点検保守業務の記録写真をデジタルカメラ（点検日時入り）により次の内容で撮影するこ

と。なお、記録写真は団地名・撮影個所が判るようにすること。 

①対象住棟の全景(出来るだけ点検者も入れる)・・・・対象住棟ごと 

②避雷設備の全景 ・・・・・・・・・・・・・・・・対象施設ごと 

③突針、突針支持管、中継端子箱、棟上導体（全景）・・・対象施設ごと 

④点検作業中【特に突針、突針支持管、中継端子箱、試験端子箱のボルト・ナット、 

ビスの緩みの確認及び締付け直し】・・・対象施設ごと 

⑤接地抵抗測定状況(抵抗指示値が分かるよう撮影)・・・測定箇所ごと 

⑥不良箇所の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・指摘箇所ごと 

⑦TV アンテナ設置状況 ・・・アンテナが設置されている住棟ごと 

 （飛散の恐れがある著しい劣化がみられる場合は監督員へ報告 すること) 

 

2.2 緊急時対応業務 

受託者は点検に際し、避雷設備のほか屋上部分に設置されている設備・建材等の落下など人身事故

等が発生する恐れのある状況を発見した場合は、直ちに委託者へ電話等で連絡し、その指示を受け必

要な処置をとるものとする。 

 

2.3 定期点検保守結果の報告 

点検の結果を次の順にＡ４版ファイルに整理し提出する。 

① 保守点検結果報告書表紙 

② 避雷設備定期点検保守実施日一覧（別紙３） 

③ 避雷設備定期点検保守報告書 (別紙１) 

④ 避雷設備不良個所報告書 (別紙２) 

⑤ 避雷設備不良箇所一覧表 (別紙４) 

⑥ 避雷設備配置図 

CAD データは SXF 又は JWW 形式とする。 

⑦ 業務記録写真 

なお、不良箇所及び居住者指導については月１回、監督員へ報告すること。 

 

2.4 費用の負担 

点検に必要な工具・計測機器・消耗品類及び軽微な修繕に必要な消耗雑材料などは受託者の負担と

する。 
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2.5 危険防止の措置 

業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所若しくはその周辺に第三者が立ち入る

恐れがある場合には、必要な安全措置を講じ事故防止に努めるものとする。 
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テレビ電波障害防除保守 

 

１．履行場所 

新宿区河田町３番７号 河田町アパート 

２．内容 

当住宅の建設に伴い発生した、近隣住宅のテレビ電波障害の防除を目的として設置さ

れたブースターに係る電気料金の支払いを行うこと。 

 

[現契約内容] 

電力会社：東京電力エナジーパートナー 

契約名義：クリツカワダチヨウブースター 

地区番号：04 

お客様番号：14103-10711-0-00 

契約種別：定額電灯 

 

３．過年度実績額 

 令和６年度 5,911円 

 令和５年度 5,038円 

 令和４年度 4,909円 

131



別添 312 

1 

 

高圧水洗浄法による排水管清掃業務委託特記仕様書 

 

第１章 一般事項 

１．1 目 的  

この特記仕様書は、新宿区住宅課 以下「 区」という）が管理する付帯設備の保守管理

業務について定め、関係法令・規則等を遵守し当該業務が合理的かつ効率的に執行され

ることを目的とする。 

 

１．２ 適用範囲 

本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び 維持保全業務標準仕様書(編集：東京都財

務局建築保全部計画保全課)」以下「 標準仕様書」という）による。 

以１）この特記仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。 

 

１．３ 疑義に対する協議等   

委託内容に関して疑義が生じた場合は、保全監督員と協議する。 

 

１．４ 関係法令等の遵守   

業務の実施にあたって、業務に関する関係法令等を遵守し、円滑な業務の進行を図らね

ばならない。また、その適用、運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

１．５ 業務責任者  

以１）受託者は、業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、区に通知しなければならない。

また、業務責任者を変更する場合も同様とする。 

以２）業務責任者は、業務を行なう者を指揮監督するとともに、保全監督員との連絡を密

にし、適正な業務の施行に努める。 

以３）業務責任者は、受託業務履行の管理･運営に必要な知識、技能及び経験を有する者と

する。 

以４）業務責任者は、自ら業務を行なうことができる。 

 

１．６ 業務従事者  

業務を行なう者は、必要な知識及び技能を有するものとする。 

 

 

１．７ 保全監督員との協議 

業務の性質上当然必要とするものは、保全監督員との協議により実施する。 

参考
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１．８ 対象施設の変更等   

以１）対象施設等に増減等の変更があった場合、区は受託者へ通知する。 

以２）受託者は前項通知があった場合、速やかに対処すること。 

以３）区は、実施対象施設数に増減を生じた場合、実施施設数に応じて精算払いする。 

 

１．９ 提出書類等 

 提出する書類の様式、体裁等は受託者の自由とする。 

以１）契約締結後、速やかに提出するもの。 

ア 業務着手届 ····························································································· ２部 

イ 業務責任者及び業務従事者等(変更)通知書以第３０２号様式） 

経歴書 

資格者証等以写） ················································································· ２部 

ウ 業務日程表····························································································· ２部 

エ 業務計画書····························································································· ２部 

オ その他保全監督員が指示するもの ··························································· 必要部数 

以２）業務実施期間中に毎月提出するもの。 

作業日程表 ····························································································· ２部 

以３）必要に応じて提出するもの。 

ア 事故報告書····························································································· 必要部数 

イ 不良箇所報告書 ······················································································ 必要部数 

以４）業務完了時に提出するもの。 

ア 業務完了届····························································································· ２部 

イ 排水管清掃完了確認写真 ········································································ １部 

ウ 業務記録写真 ························································································· １部 

エ その他保全監督員が指示するもの ··························································· 必要部数 

 

 

第２章 清掃業務 

２．１ 清掃範囲  

清掃の範囲は、次に示す箇所とする。 

ア 共用部分以対象となる系統のみとする。） 

共用竪管より、横引き管を経て屋外第１桝内までとする。 

イ 専用部分：以対象となる系統のみとする。） 

ａ 台所流し系統：排水口より共用竪管までとする。 

ｂ 浴室系統：床排水口より共用竪管までとする。 
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ｃ 洗面・洗濯系統：排水口より共用竪管までとする。なお、ａｂｃともトラップ内は

清掃仕上げのこと。 

ウ その他必要と認められる箇所 

※清掃範囲が上記によりがたい場合は、保全監督員と協議すること。 

 

２．２ 使用機材  

以１）洗浄機：清掃は原則高圧水による洗浄方式とし、洗浄機の性能は概ねポンプ圧力１

０ＭＰａ・吐出量毎分３０リットル下上とする。 

以２）高圧洗浄ホース：高圧洗浄に使用するホースは樹脂被覆ホースとする。なお、これ

が使用できない場合は、保全監督員と協議すること。 

※高圧洗浄機の使用圧力は、排水管口径、劣化状況等を考慮し適切な圧力にて洗浄するこ

と。なお、高圧水洗浄方式による清掃が困難な箇所は保全監督員と協議の上実施する。 

 

２．３ 清掃日時  

清掃日時は、原則として平日の午前９時から午後５時までとする。なお、これによりが

たい場合は、保全監督員及び居住者と協議の上実施する。 

 

２．４ 費用の負担  

本業務の実施に要する水道等の使用料金はすべて受託者の負担とする。 

 

２．５ 現場管理  

業務責任者は、建築物排水管清掃業登録基準の定める 排水管清掃作業監督者」の資格

を有する者とする。 

 

２．６ 事前調査 

以１）清掃実施に先立ち該当団地の排水管及び器具等の状況を調査し、清掃作業に支障が

あると思われる箇所は、保全監督員に連絡し指示を受けること。 

以２）調査は、清掃実施日までに十分な日程をとり、業務に支障をきたさぬよう実施する

こと。 

 

２．７ 日程の通知  

清掃日程は、事前に階段室等への掲示及び各戸への投函等により連絡し、居住者へのＰ

Ｒを徹底すること。また、清掃日の不在住戸等に対する清掃は、当該居住者にあらかじ

め連絡をとり実施すること。 

 

２．８ 清掃作業  
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以１）住戸内の作業は必ず居住者立会いのもとに行い、あき家については事前に鍵を借用し

清掃実施日同日に作業を行うものとする。 

以２）清掃に際しては、排水管の系統、不在住戸の位置などを確認し、清掃時の滓等による

逆流、溢水事故を起こさぬよう作業すること。 

以３）屋外第１桝には、あらかじめ清掃作業による清掃滓を直接「水管に流さぬよう受け網

等を設け、集積したものを場外搬出処分すること。 

以４）清掃は、汚物等が出なくなるまで完全に行うこと。 

以５）清掃作業によって生じた器具等の損傷は、受託者の負担とし速やかに復旧すること。 

以６）流し台排水金具のパッキン類が老朽化している場合は、清掃時に交換すること。 

以７）排水管または排水器具に漏水個所を発見した場合はテープ等により応急修繕を行い、

必ず保全監督員にその旨報告し指示をうけること。 

以８）清掃作業完了後、現場の付着物等を入念に水洗い又は、拭き取ること。 

以９）清掃実施日に不在で清掃不能の住戸は、後日連絡をとり再度清掃を実施すること。こ

の場合、清掃方法を保全監督員と協議の上実施する。 

以１０）清掃作業中に異常個所を発見した場合は、直ちに保全監督員に連絡し指示を受ける

こと。 

以１１）作業に際しては室内以住戸・家具等）の汚損、損傷及び物品の紛失等の無いよう注

意し施工すること。また、居住者とのトラブルを起こさぬよう十分留意すること。なお、

トラブルが生じた場合は、受託者の責任により速やかに処理解決すること。 

 

２．９ 排水確認  

以１）清掃作業完了後、流し台を満水にして排水確認を行う。また、浴室系統、洗面・洗

濯系統は通水にて排水確認を行う。なお、排水状態が不良の場合は良好になるまで清掃

すること。 

以２）排水確認によって排水設備に異常をきたした場合は、直ちに調整または修繕を行う

こと。 

以３）清掃効果を確認するため保全監督員の指示があった場合は、必要な調査を行うこと 

 

２．１０ 排水管清掃完了確認写真  

完了確認のために、部屋番号を記載した小黒板等を入れた日時入り業務実施写真を、業

務対象全住戸撮影し提出すること。その際、氏名等の個人情報を掲載しないこと。提出

時はプリントしアルバム綴じすること。なお、写真は作業内容が確認できるサイズとす

る。 

 

１．１１ 業務記録写真  

 営繕工事・委託業務記録写真撮影要領以設備）以最新版）」に基づき提出のこと。 
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以１）写真は日付及び時刻が判別できるように撮影すること。 

以２）住宅建物を背景に自動車登録番号標を撮影すること。 

以３）不良箇所については、明確に状況がわかるように撮影し不良箇所報告書に添付する

こと。 

以４）電子記録はＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにより提出すること。なお、記録媒体のレーベ

ル面には委託件名、受託者名を明記する。また複数枚になる場合は、数量書の整理番号

順に整理し記録の施設がわかるよう明記すること。 

以５）保全監督員が指示する場合は、写真をプリントしアルバム綴じのうえ、提出するこ

と。 

 

２．１２ 保証期間  

受託者は、清掃業務完了後１年間について清掃効果の保証を行うこと。なお、居住者か

ら排水不良の連絡または区から指示があった場合は、直ちに再清掃を行うとともに苦情

の処理にあたること。また、状況に応じて別途協議する。 
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受水槽等清掃委託特記仕様書（その１）（飲料水用） 

 

第１章 一般事項 

１.１ 目 的 

この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下｢区｣という）が管理する施設の業務委託につ

いて定め、関係法令・規則等を遵守し当該業務が合理的かつ効率的に執行されることを

目的とする。 

 

１.２ 適用範囲 

本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書」(編集：東京

都財務局建築保全部工務課)（以下「標準仕様書」という）による。 

(1) この特記仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行する。 

 

１.３ 疑義に対する協議等 

委託内容に関して疑義が生じた場合は、保全監督員と協議する。 

 

１.４ 関係法令等の遵守 

業務の実施にあたって、業務に関する関係法令等を遵守し、円滑な業務の進行を図ら

ねばならない。また、その適用、運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

１.５ 業務責任者 

 業務の実施にあたって、業務に関する関係法令等を遵守し、円滑な業務の進行を図ら

ねばならない。また、その適用、運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

１.６ 業務従事者 

(1) 業務を行なう者は、必要な知識及び技能を有するものとする。 

(2) 関係法令等により業務を行なう資格が定められている場合は、その業務について当

該資格を有する者が行なう。 

 

１.７ 保全監督員との協議 

 業務の性質上当然必要とするものは、保全監督員との協議により実施する。 

参考
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１.８ 提出書類 

 提出する書類の様式、体裁等は受託者の自由とする。 

(1) 契約締結時、速やかに提出する書類 

ア 業務責任者及び業務従事者等通知書 ·················································· １部 

・経歴書添付 

・資格者証（写し）必要に応じ添付 

イ 業務計画書 ······················································································· １部 

エ その他、必要な書類 ········································································· 必要部数 

(2) 業務着手前又は、その都度提出する書類 

ア 点検日程表（イベント情報一覧） データ 

イ その他、必要な書類 ········································································· 必要部数 

(3) 業務完了時、提出する書類 

ア 業務完了届 ······················································································· １部 

イ 保守点検結果報告書 ········································································· １部 

ウ 不良箇所報告書 ················································································ １部 

エ その他、必要な書類  ········································································ 必要部数 

 

第２章 清掃業務 

２.１ 施設清掃者の資格等 

(1) 資格 

業務責任者は、次の三者のいずれかであること。 

ア 建築物環境衛生管理技術者 

イ 厚生労働大臣が指定した機関が実施する｢貯水槽清掃作業監督者講習会｣の課程を

修了した者 

ウ 厚生労働大臣が、上記と同等以上の知識を有すると認めた者 

(2) 健康管理 

業務従事者(水質検査代行者を除く)は、健康管理について次の事項を遵守すること。 

ア ６ヶ月に１回、健康診断(検便)を受け、その結果が陰性であること。 

イ 常に着衣、身体等を清潔に保ち、点検作業当日は、下痢･風邪等の感染症疾病の症

状がないこと。 
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２.２ 必要な書類 

その他、必要な書類は以下のとおりとする。 

(1) 契約締結時、速やかに提出する書類 

ア 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書（写） ··········································· １部 

イ 貯水槽清掃作業監督者講習会修了証書（写）  ·········································· １部 

ウ 業務責任者及び業務従事者の細菌検査成績通知書  ··································· １部 

（６ヶ月に１回） 

エ 監督員が指示するもの  ········································································· 必要部数 

(2) 業務着手前又は、その都度提出する書類 

ア 監督員が指示するもの ········································································· 必要部数 

(3) 業務完了（請求）時、提出する書類 

ア 清掃業務記録書兼調査表（その１～５） ················································· １部 

※その３～５は監督員が指示した場合に限る。 

イ 監督員が指示するもの ········································································· 必要部数 

 

２.３ 現場の管理 

(1) 清掃業務の現場では、常に使用器具、清掃用具その他の整理を行い、災害・事故等

の予防対策について万全を期すとともに、近隣の建造物その他第三者に危害損傷を

与えぬよう、必要に応じ適切な防護措置を講じること。 

(2) 清掃業務中は、居住者及び付近住民に対し迷惑を及ぼす行為の無いよう、十分に注

意すること。 

(3) 清掃業務完了後は、仮設物等の撤去を行い受託者所有の使用器具、掃除用具等は直

ちに持出し、完全に後片付けを行うこと。 

 

２.４ 費用の負担 

 本業務の実施に要する電気・水道等使用料金は、全て受託者の負担とする。 

 

２.５ 業務従事者の衛生管理 

 この業務に従事するものは、健康管理（２.１(2)）並びに身体の衛生について、次の

事項を遵守しなければならない。 
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(1) 清掃前には、汚物等に触れる作業に従事しないこと。 

(2) 爪、頭髪等は清潔に保ち、清掃作業中は落髪等の防止措置を講じること。 

(3) 受水槽等の槽内に入る前に、必ず手や長靴を厚生労働省認定の消毒薬で消毒する

こと。 

 

２.６ 使用器具及び清掃用具 

 この清掃業務に使用する作業衣・器具・掃除用具類は、貯水槽清掃専用のものとし、

良質完全なものを用い、全て厚生労働省の認定を受けた消毒薬（次亜塩素酸ナトリウ

ム）にて完全に消毒したものを使用し、ビニル袋等にて包み、搬入すること。 

 

２.７ 現場の把握 

(1) 受水槽容量と使用水量を勘案し、あらかじめ流入弁を閉じるなど、極力、捨て水を

少なくするよう節水に努めること。 

(2) 作業手順は、極力、断水時間が短くなる方法を用い、清掃作業を実施すること。ま

た、２槽式貯水槽については、特別な場合を除き無断水による清掃を実施するこ

と。 

(3) 清掃の前に、必ず、水槽内の酸素濃度が労働安全衛生法に定める基準を満たしてい

ることを確認しかつ、測定状況を写真撮影し酸素濃度を記録すること。また、法令

等を遵守し、必要に応じて、槽内換気を行うこと。 

(4) 雨天による実施日等の変更については、保全監督員及び居住者と十分な連絡をと

り、居住者に迷惑を及ぼさぬよう特に配慮すること。 

(5) 清掃作業前後には、拡声器等により居住者へ広報すること。 

(6) 貯水槽の排水時には、必ず監視人を配置し漏水事故等防止すること。 

(7) 想定される事故並びに断水延長が発生した時の対応について、業務計画書に明記す

ること。 

(8) 漏水・断水事故等の異常事象が判明したときには、直ちに区に報告すること。 

 

２.８ 清掃日時 

(1) 清掃日は原則として平日とする。やむを得ず休日に清掃を実施する場合は、保全監

督員の指示を受けること。 

(2) 断水作業時間は、原則として午前９時から午後５時までとする。 
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(3) 高置水槽等は、原則として受水槽の清掃と同じ日に清掃する。 

 

２.９ 清掃箇所 

(1) 受水槽等の槽内外部の全壁面・天井下面・床・機器・ポンプ室・電極箱・配管類及

びタラップ等。 

(2) その他必要と認められる箇所。 

 

２.10 清掃作業 

(1) 高置水槽等は、原則として受水槽の清掃を行った後に行う。 

(2) 槽内部の清掃 

ア 汚れ、付着物などを水洗いした後、さらにブラシ・高圧洗浄機等を使用し洗浄する

こと。但し、槽内に樹脂やナイロンコーティング等が施されている水槽は、皮膜を

傷つけないよう、消毒済みのウエスや柔らかめのナイロンブラシ等を用い丁寧に清

掃すること。 

イ 金属部分（槽壁面・水中ポンプ・揚水管・マンホール蓋・タラップ等）の浮き錆は

ワイヤブラシ・高圧洗浄機等を使用し除去すること。但し、配管類、器具等でナイ

ロンコーティング等が施されているものについては、皮膜を傷つけぬようナイロン

ブラシや消毒済のウエス等を用いて清掃すること。また、錆等により内部に腐蝕の

進んだマンホール蓋は乾燥後に腐食部分をケレンし、日本水道協会規格品に適合し

た塗料にて塗装補修を行うこと。 

ウ 異物（小石、砂等）の除去と洗浄用水の排出は完全に行うこと。 

エ 清掃の仕上げは、清水により水洗いを行い、溜まり水に濁りが無くなるまで繰り返

すこと。最後に内部を清浄ウエスなどできれいに拭き取り、清掃状態の最終確認を

行うこと。 

(3) その他 

ア 遠隔監視補助盤がある施設は、清掃作業に入る前に補助盤のスイッチを「監視」か

ら「作業中」へ切替えて電源を切り、清掃作業完了後、忘れずに、電源を入れ、

「作業中」を「監視」に戻すこと。また、清掃作業前後にはエレベーター管理会

社へ連絡すること。 

イ 槽上部やポンプ室床等必要箇所については、拭き掃除等で清潔にすること。 
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２.11 消毒作業 

(1) 消毒作業は消毒済みの作業衣類を着用して行うこと。 

(2) 消毒作業は清掃作業が完全に行われていることを確認後、消毒薬は、次亜塩素酸ナ

トリウム溶液（有効塩素 50～100mg/㍑濃度）又は、これと同等以上の消毒能力を

有する塩素剤を用い、槽内の全壁面・天井下面・床面に高圧洗浄機等を利用して、

くまなく噴霧・吹付けを行い、下記の時間を守りこの作業を２回実施すること。 

ア １回目の消毒後、30 分以上経過してから水洗いをすること。 

イ 消毒に用いた排水は、完全に槽外へ除去する。 

ウ ２回目の消毒後、30 分以上経過してから受水を開始すること。 

(3) 消毒終了後は、槽内に人の立ち入りを禁止する措置を開始すること。 

 

２.12 点検作業 

(1) 清掃業務記録書兼調査表に基づき、点検・調査を行うこと。 

(2) 消毒作業前に受水槽等の内部を点検し、異常箇所または衛生上の問題箇所を認めた

場合は、保全監督員に連絡し指示を受けること。 

(3) 満水後に給水ポンプ・自動給水弁・自動運転装置及び機器類が正常に作動すること

を確認して作業完了すること。 

(4) 受水槽等の槽内を満水にした後、通水前に簡易水質検査及び残留塩素測定を実施す

る。検査結果が表－１の基準を満たしていることを確認すること。 

(5) 水槽内に持ち込んだ清掃用具を槽内に置き忘れていないか水槽の水張りを始める前

に確実に確認すること。 

 

表―１ 

項目 基準 検査又は測定方法 

色度 ５度以下 水質基準に関する省令 

に定める方法、また

は、 

これと同等以上の精度 

を有する方法 

濁度 ２度以下 

臭気 異常でないこと（但し、消毒による

ものを除く） 

味 異常でないこと（但し、消毒による

ものを除く） 
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残留塩素 

の含有率 

遊離残留塩素の場合は 0.2mg/㍑以

上 

結合残留塩素の場合は 1.5mg/㍑以

上 

原則として、DPD 法 

 

 

２.13 使用開始 

(1) 各貯水槽の水質について前項表-1 を確認後、居住者に使用開始の通知を行うこ

と。（2.7(5)による。） 

(2) 団地各室の水洗便所、その他の給水設備に作動不良が発生した時、直ちに調整また

は応急修繕を実施すること。また、復旧に長時間要する修理や復旧不能な事態が起

きた場合は早急に保全監督員に連絡し指示に従うこと。時間外にあっては、区が設

ける時間外窓口に連絡し、然るべき措置を講じてもらうとともに応援が駆けつける

までの間、業務責任者は現場に待機すること。 

(3) 断水解除後は、各住戸の量水器を確認すること。漏水が疑われる住戸は、量水器廻

りの仕切弁を閉止し必要な処置を講ずること。 

 

２.14 水質検査の実施 

(1) 清掃実施者は、作業終了後速やかに水道法に基づく水質基準に適合しているかの水

質検査（９項目：一般細菌・大腸菌・有機物(全有機炭素【TOC】の量・塩化物イオ

ン・pH 値・味・臭気・色度・濁度)を受けること。 

(2) 検水は、原則として末端の給水栓から採水すること。また、末端の残留塩素を測定

し記録すること。 

(3) 水質分析は、公的機関または「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第

3 章第 12 条・2 に定める事業登録をした者（機関）において行うこと。 

(4) 水質検査の結果は、水道法に基づく水質基準に適合していなければならない。 

(5) 水質検査の結果が水道法の水質基準に不適合の場合は、ただちに保全監督員に連絡

し、指示に従うこと。 

 

２.15 業務記録写真 

143



 

  - 8 - 

 営繕工事･委託業務記録写真撮影要領(設備)（3.4.1）（3.4.3）に基づき提出のこと。

写真はデジタルカメラにより日付及び時刻が判別できるように撮影すること。 

 電子記録は、記録媒体（DVD-R 等）により提出すること。なお、記録媒体のレーベ

ル面には委託件名、受託者名を明記する。また、複数枚になる場合は、整理番号順に整

理すること。不良箇所については、明確に状況がわかるように撮影し不良箇所報告書に

添付すること。 

 また、紙にプリントし提出する場合は、デジタルカメラで撮影した写真データをプリ

ントし、インデックスを付けアルバム綴じすること。A4 用紙１枚片面あたり画像プリ

ント数は６枚程度までとし、両面印刷も可とする。アルバムは見やすい表紙及び目次を

添付すること。 
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受水槽清掃委託特記仕様書（その 2）（中水道用） 

 

中水道用の貯水槽についても、前記、受水槽清掃委託特記仕様書（その１）（飲料水

用）に準じて清掃を実施する。但し、中水道の受水槽清掃について、下記項目の実施は

義務づけられていないので除外する。 

 

第 2 章 清掃業務 

2.２ 必要な書類(1)のア、ウの項目 

2.５ 業務従事者の衛生管理の全項目 

2.６ 使用器具及び清掃用具の全項目 

2.11 消毒作業の全項目 

2.12 点検作業(4)（表－１を含む）の項目 

2.13 使用開始(1)のうち各貯水槽の水質について前項表-1 を確認後、の文章部分 

2.14 水質検査の実施の全項目 

2.16 その他(1)の項目 
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空調設備簡易点検特記仕様書 

 

１．目的 

この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下「区」という）が管理する住宅の付帯設備の

定期点検保守業務について定め、当該業務を合理的かつ効率的に執行する事を目的とす

る。 

 

２．適用範囲 

本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書」（編集：東京都

財務局建築保全部工務課）（以下「標準仕様書」という）による。 

（１） この仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。 

 

３．履行場所および対象機器 

別紙のフロン機器一覧のとおり 

 

４．作業頻度及び内容 

（１）対象機器について「フロン類の仕様の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基

づく簡易点検を四半期に１回行うこと。 

（２）点検項目については、「フロン排出抑制法 第一種と特定製品の管理者等に関する

運用の手引き（第３版）」を参照すること。 

 

①作業頻度：４回／年 

②作業内容 

室外機： 

・機器の異常振動・異常運転音 

・機器及び機器周辺の油にじみ 

・機器のキズの有無、熱交換器の腐食、錆びなど 

 

室内機： 

・熱交換器の霜付きなどの有無 

 

イ）報告書様式 

点検報告書は室外機系統毎に簡易点検記録簿を作成し、点検内容に基づく結果とと
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もに、点検実施日、機器型式、製造番号、フロンガスの種類、ガス充填量等を記載

すること。 

 

（３）その他 

ア）作業時に発見した不具合等は速やかに報告するものとする。 

イ）作業時には、什器等の養生等 周辺環境への考慮を十分に行うとともに、移動さ

せた什器等は原状に復旧させるものとする。 

ウ）作業後は、作業写真を含む報告書を提出すること。 

 

５．実施予定月 

 ６月、９月、１２月、３月 

※前点検の属する月の翌月１日から起算してから３か月以内に対応すること。 

（例：前回６月３日に簡易点検を実施した場合、次回は９月末日までに実施する） 
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自家用電気工作物の保安管理業務に関する特記仕様書 

 

第１章 一般事項 

1.1 目的 

この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下「区」という）が管理する設置する自家用電気工作物の工事、維

持及び運用に関する保安の監督に係わる業務（以下｢保安管理業務｣とする。）の委託について定め、関係法

令・規則等を遵守し当該業務が合理的かつ効率的に執行されることを目的とする。 

 

1.2 適用範囲 

本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書(編集：東京都財務局建築保全部計画

保全課)」（以下「標準仕様書」という）による。 

（１）この特記仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。 

 

1.4 疑義に対する協議等 

委託内容に関して疑義の生じた場合は、あらかじめ保全監督員と協議する。 

 

1.5 関係法令等の遵守 

業務の実施にあたっては、業務に関する関係法令等を遵守し円滑な業務の進捗を図らねばならない。また、

その適用及び運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

 

第２章 保安管理業務 

2.1 履行場所 

  新宿区高田馬場三丁目 42 番 1 号 

新宿区立高田馬場コーポラス 

 

2.2 委託自家用電気工作物の概要  

（１） 設 備 容 量       １２５キロボルトアンペア 

（２） 受 電 電 圧       ６６００ボルト 

（３） 発 電 装 置       なし 

（４） 業     種       集合住宅共用部分 

 

2.3 委託業務の内容 

第 1 条 受託者が定例的に実施する保安管理業務は､次の各号によるものとする。  

(1) 自家用電気工作物の保安管理業務に関する仕様書（以下「仕様書」といいます。）第 2 条に掲

げる電気工作物の維持及び運用について､定期的な点検､測定及び試験（その細目及び具体的基

準は、別表｢点検、測定及び試験の基準等｣の通りとする。）を行い、経済産業省令で定める技術

基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれのあるときは、取るべき措置について区に

報告すること 
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(2) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、区もしく

は東京電力株式会社等より通知を受けたときは、事故原因を探し､応急措置を助言し、再発防止

につき取るべき措置を報告するとともに、必要に応じて現場の確認を行い、送電の停止、電気

工作物の切り離し等に関する指示を行う。また、電気事業法第 106 条の規定に基づく電気関係

報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、区に事故報告するよう指示し、報告

書の作成及び手続の指導を行うこと 

(3) 電気事業法第 107 条第 3 項に規定する立ち入り検査の立会いを行うこと 

(4) 年次点検実施の際、自家用電気工作物の簡易清掃を行うこと 

２ 前項以外に受託者がその都度実施する保安管理業務は、次の各号によるものとする。 

(1) 仕様書第 2 条に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及

び図面について、その作成に付いて助言及び指導を行うこと 

(2) 仕様書第 2 条に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工試験に

立会い､必要な指導、助言を行うこと 

(3) 仕様書第 2 条に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、区の通知を受けて、別表｢点

検、測定及び試験の基準等｣の定めるところにより､工事中の点検を行い､必要な指導、助言を

行うこと 

３ 前各項の受託者に委託する保安管理業務のうち､次の各号のいずれかに該当する自家用電気工作

物の保安及び前各項の受託者に委託する保安管理業務以外に必要な自家用電気工作物の保安につ

いては、これらの電気工作物について、区は必要な点検、測定及び試験を電気工事業者、電気機

器製造業者等に依頼して行うものとする。この場合、受託者の監督の下で点検が行われ、かつ、

その記録が受託者により確認されることとする。 

(1) 建築基準法の規程に基づき、一級建築士等の検査を有する建築設備 

(2) 消防法の規程に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等

又は特殊消防用設備 

(3) 労働安全衛生法の規程に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械 

(4) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器（医療用機器、

オートメーション化された工作機械、真空遮断器、太陽光発電所 PCS 等） 

(5) 内部点検のための分解、組み立てに特殊な技術を要する機器（密閉型防爆構造機器等） 

(6) 立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、

放射線管理区域等） 

(7) 情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等） 

(8) 衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等） 

(9) 機密管理のため立入が制限される場所（独居房等） 

(10) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等） 

(11) 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物 

(12) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 

４ 使用機器及びそれに付随する配線器具等については､第１項及び第２項によるほか、区が確認を行

うものとする。 
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（実施日程等） 

第２条 受託者は、仕様書に定める業務について、原則として、平日の受託者の執務時間に実施する

こととする。 

２ 受託者は、あらかじめ区に対して点検の実施予定日を次のとおり通知することとする。  

  (1) 月次点検については、実施予定日の前日まで 

  (2) 年次点検については、実施予定日の２週間前まで 

３ 区は､ 前項の実施予定日を尊重し､ これに協力するものとする。ただし、やむを得ない理由

により､ 日程の変更を必要とする場合は､ 区受託者協議の上､ 新たな日程を定めるものと

する。 

４ 年次点検等の実施において､ 電力会社等の分岐開閉器の開閉操作を行う場合の手続きは、受

託者が行うことができるものとする。 

 

 

（連絡責任者等） 

第３条 区は、電気工作物の工事､維持及び運用に関する保安のために受託者と連絡する連絡責任者を定

めて､その氏名､連絡方法等を受託者に通知するものとする。 

 ２ 区は､前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め､その氏

名､連絡方法等を受託者に通知するものとする。 

 ３ 区は､前各項に変更が生じた場合は､受託者に通知するものとする。 

 ４ 区は､必要に応じて連絡責任者又はその代務者を､受託者の行う保安管理業務に立ち合わせるこ

ととする。 

 ５ 区は､需要設備に設備容量が６,０００キロボルトアンペア以上の場合、連絡責任者として第１種

電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてるものとする。 

 

（区受託者相互の通知） 

第４条 区は次の各号のいずれかに該当する場合は、その具体的な内容をただちに受託者に通知するも

のとする。  

(1) 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合 

(2) 経済産業大臣が電気関係法令に基づいて検査を行う場合 

(3) 電気工作物の保安に関する書類を経済産業大臣に提出する場合 

(4) 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合､施工する場合及び工事が完成した場合 

(5) 電気工作物の工事､維持及び運用に従事するものに対し電気工作物の保安に関する必要な事項

を教育し、または演習訓練を行う場合 

(6) 平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合 

(7) 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備する場合 

(8) 責任分界又は需要設備の構内を変更する場合 

(9) 電気の保安に関する組織を変更する場合 

(10) 業種､代表者､事業場の名称又は所在地に変更があった場合 

(11) 相続等により契約に基づく権利義務の継承があった場合 
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(12) 東京電力株式会社等との契約電力を変更する場合 

(13) その他必要な場合 

 ２ 受託者は､次の各号に掲げる事項を区に通知するものとする。 

(1) 受託者の執務時間内における受託者への連絡方法 

(2) 受託者の執務時間外における受託者への連絡方法 

(3) その他必要な事項 

 

（区及び受託者の協力及び義務） 

第５条 区は､受託者が保安管理業務の実施にあたり、区に報告､助言した事項又は区と受託者とで協議

のうえ決定した事項については､すみやかに必要な措置をとるものとする。 

 ２ 受託者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。 

 

（保安業務担当者の資格等） 

第６条 受託者は、第 1 条に掲げる電気工作物の保安管理業務を実施する者（以下｢保安業務担当者｣と

いいます。）には、電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする。 

 ２ 保安業務担当者は､保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、区の求めに応じ提示

することとする。 

 ３ 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者（以下｢保安業務従事者｣といいます。）に、

保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 

 ４ 保安業務担当者並びに保安業務従事者は､必要に応じ補助者を同行し､保安管理業務の実施を補

助させることができるものとする。 

 ５ 受託者は、第 1 項及び第 3 項で定める保安業務担当者並びに保安業務従事者を、受託者の事業

所への連絡方法とともに、書面をもって区にお知らせするとともに、区は面接等により本人の

確認を行うこととする。 

    なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。 

 

（記録の保存） 

第７条  受託者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は､区受託者双方において 3 年間保存す

るものとする。 

 

（事業場内の立ち入り） 

第８条 受託者は､保安管理業務を行うため、必要に応じて区の事業場内に立ち入ることができるものと

する。この場合において、受託者は、区の服務規律を尊重するものとする。 

 

（記録の確認等） 

第９条 受託者は、保安管理業務の遂行上、必要がある場合には、区の電気保安に関する書類、図面及び

記録等の確認を行い、必要な措置について協議するものとする。 

 

（備品等の整備） 
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第１０条 区は､受託者と協議の上、区の負担において電気工作物の保安管理に必要な書類､図面、備品及

び消耗品等を整備するものとする。 

 

（電気工作物以外の不安全施設に対する措置等） 

第１１条 保安業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、作業者の安全が確保されないと

認められる施設（以下「不安全施設」といいます）がある場合は、区受託者協議の上､ 区

は速やかに改修するものとする。 

２ 前項の不安全施設の改修に要する費用は、原則として区が負担するものとする。 

３ 受託者は区と協議し､ 不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検､ 測定及び

試験を実施しないことがある。 

４ 受託者は、不安全施設が長期にわたり改修されないで保安管理業務の実施ができないと認

められる場合は､ この契約を解除することができるものとする。 

 

（その他） 

第 1２条 年次点検において、変圧器、電力用コンデンサ－、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、

電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブルが、「ポリ塩

化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに

適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げるポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該

当するかどうかを確認すること。 
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高田馬場コーポラス駐車場清掃等業務委託特記仕様書 

 

第１章 一般事項 

1.1 目的 

この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下「区」という）が管理する付帯設備の保守管理業務に

ついて定め、関係法令・規則等を遵守し当該業務が合理的かつ効率的に執行されることを目的と

する。 

 

1.2 適用範囲 

本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書(編集：東京都財務局建築

保全部計画保全課)」（以下「標準仕様書」という）による。 

（１）この特記仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。 

 

1.4 疑義に対する協議等 

委託内容に関して疑義の生じた場合は、あらかじめ保全監督員と協議する。 

 

1.5 関係法令等の遵守 

業務の実施にあたっては、業務に関する関係法令等を遵守し円滑な業務の進捗を図らねばなら

ない。また、その適用及び運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

 

第２章 清掃業務 

2.1 履行場所 

  新宿区高田馬場三丁目 42 番 1 号 

新宿区立高田馬場コーポラス駐車場（以下、「駐車場」という。） 

 

2.2 業務内容 

（１） 駐車場の清掃 

（２） 駐車場シャッター開閉鍵の所在確認 

 

2.3 委託業務実施にあたっての注意事項 

（１） 清掃用具（箒、塵取り、ごみ袋）を受託者にて駐車場に用意すること。 

（２） 清掃作業によって生じたゴミ等は、受託者にて速やかに園外に搬出し適切に処分する

こと。 

（３） 水補給について、受託者がペットボトル等により水を用意することとし、住宅内の水

道は使用しないこと。 

（４） 事故等の防止に努めるほか、発生時には必要な措置を講じるとともに区に速やかに報

告すること。 

（５） 清掃作業によって生じた器具等の損傷は、受託者の負担とし速やかに復旧すること。 

 

2.4 業務日及び時間 
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月１回とし、各日２時間以内で、委託業務一式を実施すること。 

なお、実施にあたっては、曜日を問わないが、8：00～20：00 の範囲で行うこと。 

2.5 事業実績の報告等 

（１） 毎月の委託業務終了後、「新宿区立高田馬場コーポラス駐車場清掃等委託業務報告日

誌（チェックリスト）」を、提出する。 

（２） 上記のほか、区は、本事業の適正な実施を確保するために必要と認める事項について、

受託者に報告を求め、又は調査を行うことができる。 
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弁天町コーポラス屋外自由通路等定期清掃業務委託特記仕様書 

 

第１章 一般事項 

1.1 目的 

この特記仕様書は、新宿区住宅課（以下「区」という）が管理する付帯設備の保守管理業務に

ついて定め、関係法令・規則等を遵守し当該業務が合理的かつ効率的に執行されることを目的と

する。 

 

1.2 適用範囲 

本業務の委託仕様書は、本特記仕様書及び「維持保全業務標準仕様書(編集：東京都財務局建

築保全部計画保全課)」（以下「標準仕様書」という）による。 

（１）この特記仕様書に規定する事項は、受託者がその責任において履行するものとする。 

 

1.3 疑義に対する協議等 

委託内容に関して疑義の生じた場合は、あらかじめ保全監督員と協議する。 

 

1.4 関係法令等の遵守 

業務の実施にあたっては、業務に関する関係法令等を遵守し円滑な業務の進捗を図らねばなら

ない。また、その適用及び運用は受託者の負担と責任において適切に行う。 

 

 

 

第２章 清掃業務 

2.1 履行場所 

  弁天町コーポラス屋外自由通路（地域活動スペースを含む） 約３２９．３㎡  

（別紙図面のとおり） 

 

2.2 業務内容 

  清掃作業内容は次のとおりとする。      

（１）自由通路及び地域活動スペースの、ゴミ及び落葉等をとりこぼしのない様きれいに掃き掃

除を行うこと。また、植込地内のゴミ等は植栽を傷めないように取り除くこと。 

（２）清掃作業によって生じたゴミ等は、受託者にて速やかに園外に搬出し適切に処分すること。 

（３）発生したゴミのうち、ビン及び缶類は、分別を行い受託者が処分すること。また、可燃物・

不燃物等の分別を行い受託者が処分すること。 

（４）植込地内の雑草を抜くこと。 

（５）作業は、週３回～５回程度実施し、１回あたり１時間程度とする。ただし、祝日及び雨天

時はこの限りではない。 

 

参考
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2.3 委託業務実施にあたっての注意事項 

（１） 作業中は、利用者・通行人等に危険のないよう十分注意して行うこと。 

（２） 作業中は、施設・樹木等を損傷しないよう十分注意を払って行うこと。万一損傷した

場合には、受託者の負担で原形に復すること。 

（３） 除雪作業については、本契約には含まない。 

（４） 事故等の防止に努めるほか、発生時には必要な措置を講じるとともに区に速やかに報

告すること。 

（５） 清掃作業によって生じた器具等の損傷は、受託者の負担とし速やかに復旧すること。 

 

2.4 業務日及び時間 

月１回とし、各日２時間以内で、委託業務一式を実施すること。 

なお、実施にあたっては、曜日を問わないが、8：00～20：00 の範囲で行うこと。 

 

2.5 事業実績の報告等 

（１）受託者は、毎月の委託業務終了後すみやかに、次に掲げる資料及び写真を添付した作業月

報を区に提出しなければならない。 

① 当該月における作業日、作業時間、及び作業従事者の数を記載した資料 

② 当該月のうち、１回以上の作業に関する写真であって、当該作業の作業前、作業中、作

業後の状況を撮影した写真（電子データによるものを含む。） 

（２） 前２号に定めるもののほか、区は、受託者に対して、本事業の適正な実施を確保するた

めに必要と認める事項について、報告を求め、又は調査を行うことができる。 
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（別紙） 
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【新宿消防署管轄】
ファミーユ北新宿
大久保三丁目アパート
西新宿コーポラス
西新宿四丁目アパート
高田馬場コーポラス

※大久保三丁目アパートについては、統括防火管理者として
住宅課長を選任している。

【牛込消防署管轄】
住吉町コーポラス
河田町アパート
河田町第2アパート
弁天町コーポラス

※弁天町コーポラスについては、統括防火管理者
として住宅課長を選任している。

【防火管理者・消防計画を策定している住宅】９住宅（R7時点）
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区営住宅・都営住宅（地元割当）入居者募集案内等作成に関する仕様書 

 

１ 規格 

(1) 区営住宅募集案内冊子 

ア Ａ４判 

イ 表紙を含めて約２８頁 

ウ １色刷り 

エ 冊子中央頁に(2)申込書と(3)封筒を組み込む 

(2) 区立住宅使用許可申請申込書（見本品と同等の形状、２色刷り） 

(3) 区営住宅入居者募集用封筒(見本品と同等の形状、おもて１色、うら２色刷

り) 

(4) 都営住宅（地元割当）募集案内冊子 

ア Ａ４判 

イ 表紙を含めて約２０頁 

ウ １色刷り 

エ 冊子中央頁に(5)申込書と(6)封筒を組み込む 

(5)  都営住宅（地元割当）使用申込書（見本品と同等の形状、２色刷り） 

(6)  都営住宅（地元割当）入居者募集用封筒(見本品と同等の形状、おもて１色、

うら２色刷り) 

※上記(1)～(6)については、いずれも再生紙等、環境に配慮した用紙（厚さは

見本品と同等程度）とする。調達が困難な場合は、代替品の使用も可とするが、 

  事前に区の了承を得ること。 

 

３ 数量   

  各４，０００部程度（数量については、区と協議する） 

 

４ 納期限 

   申込開始日の前日までに配布すること 

 

５ 納入場所    

新宿区指定の場所 
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（参考）区営住宅・都営住宅（地元割当）　募集案内・申込用紙等配布先一覧

四 谷 特 別 出 張 所 内藤町８７ 3354-6171 200

箪 笥 町 特 別 出 張 所 箪笥町１５ 3260-1911 200

榎 町 特 別 出 張 所 早稲田町８５ 3202-2461 200

若 松 町 特 別 出 張 所 若松町１２－６ 3202-1361 200

大 久 保 特 別 出 張 所 大久保２－１２－７　 3209-8651 350

戸 塚 特 別 出 張 所 高田馬場２－１８－１ 3209-8551 300

落合第一特別出張所 下落合４－６－７ 3951-9196 150

落合第二特別出張所 中落合４－１7－13 3951-9177 150

柏 木 特 別 出 張 所 北新宿２－３－７ 3363-3641 200

角 筈 特 別 出 張 所 西新宿４－３３－７ 3377-4381 150

中 央 図 書 館 大久保３－１－１ 3364-1421 50

四 谷 図 書 館 内藤町８７ 3341-0095 50

鶴 巻 図 書 館 早稲田鶴巻町５２１ 3208-2431 100

住 宅 課 歌舞伎町１－4－１ 5273－3787 1700

4000

※納入指定場所・部数は変更になる場合があります。

合　　　　計

納入指定場所 住   所 電   話 部  数
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都営住宅入居者募集案内発送のための自動車雇い上げ仕様書 

 

１ 発送先及び配布部数 

  別紙「都営住宅募集案内配送一覧」のとおり 

 

２ 期限 

  新宿区指定の中からいずれかの日付 

（都営住宅募集開始日の１週間前から都営募集開始日の前日までの中で、庁内で調整可能な日のう

ちのいずれかの日付） 

 

３ 内容 

東京都より配布依頼のあった「都営住宅公募案内」の発送作業等 

① 新宿区役所住宅課からの搬出作業 

② 新宿区役所住宅課から各特別出張所（１０か所）及び中央・四谷・鶴巻図書館へ 

の発送 

③ 各特別出張所（１０か所）及び中央・四谷・鶴巻図書館での搬入作業 

 

４  業務履行確認 

各特別出張所及び中央・四谷・鶴巻図書館から受領確認を受け、それを提出することにより行

う。その他、新宿区住宅課は、業務履行状況について、受託業者からの報告を求めることができ

る。 

参考
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都営住宅募集案内配送一覧 別添404

配　付　先 住   所 電   話 包数 部数 包数 部数 包数 部数

四谷特別出張所 内藤町８７ 3354-6171 9 180 5 125 3 75

箪笥町特別出張所 箪笥町１５ 3260-1911 9 180 6 150 4 100

榎町特別出張所 早稲田町８５ 3202-2461 9 180 6 150 4 100

若松町特別出張所 若松町１２－６ 3202-1361 10 200 7 175 5 125

大久保特別出張所 大久保２－１２－７　 3209-8651 25 500 14 350 10 250

戸塚特別出張所 高田馬場2－18－1 3209-8551 16 320 10 250 8 200

落合第一特別出張所 下落合４－６－７ 3951-9196 8 160 6 150 5 125

落合第二特別出張所 中落合４－１7－13 3951-9177 5 100 4 100 3 75

柏木特別出張所 北新宿２－３－７ 3363-3641 12 240 7 175 6 150

角筈特別出張所 西新宿４－３３－７ 3377-4381 5 100 4 100 4 100

中央図書館 大久保３－１－１ 3364-1421 2 40 1 25 1 25

四谷図書館 内藤町８７ 3341-0095 1 20 1 25 1 25

鶴巻図書館 早稲田鶴巻町５２１ 3208-2431 2 40 2 50 2 50

合　　　　計 190 3,800 73 1825 56 1400

※納入指定場所・部数は、変更する場合あり。

8月2月募集

ポイント方式

5月11月募集 単身者向・

シルバーピア向
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収入報告案内冊子等の作成に関する仕様書 
 

１ 規格 

(1) 収入報告について 

ア Ａ４判 

イ 表紙を含めて１２頁 

ウ １色刷り 

エ 冊子２頁目に、(2)収入証明書及び(3)区立住宅入居者緊急時連絡先兼確約書 

(4) くらしのおしらせを組み込む  

(2) 収入証明書 

  ア 両面１色刷り 

(3) 区立住宅入居者緊急時連絡先兼確約書 Ａ４判 片面１色刷り 

(4) くらしのおしらせ Ａ３判 両面１色刷り     

(5) 返信用封筒 長３ １色刷り 

 

※上記(1)～(5)については、いずれも再生紙等、環境に配慮した用紙（厚さは見本品と同等

程度）とするが、調達が困難な場合は、代替品の使用も可とする。 

 

２ 数量   

新宿区指定の部数 

参考（(1) ～(4）１，２００部、(5) ２，０００部) 

 

３ 実施予定月 

  新宿区指定の時期 

参考（５月（６月上旬頃、対象世帯に発送）） 

 

４ 納入場所    

新宿区指定の場所 

 

参考
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その他印刷物等の作成に関する仕様書 

 

１ 規格 

（１）グラシン窓付封筒（緑色・茶色） 

 洋長３内カマス、ハーフトーン 99 ホワイト（81.4）、特色 1/0ｃ、製袋 AD 

   緑色は、「使用料納付書在中」の記載あり 

（２）区立住宅住まいのしおり 

ア Ａ４判、表紙＋本文 20 ページ（計 24 ページ） 

イ モノクロ印刷、ホッチキス２か所綴じ、Ａ４タテ平綴じ 

ウ 表紙・裏表紙 色上質特厚口（空色）、本文 上質 44.5 ㎏ 

 （用紙の厚さは見本品と同等程度とする） 

（３）緊急連絡先周知用マグネット 

４色刷り、表面ＰＰ加工あり 

材質：室内用マグネットシート 

（４）口座振替依頼書 

ア Ａ４判 

    イ １枚目 １色刷り、２～４枚目 ２色刷り 

    ウ 複写式、セット天糊 

    エ １枚目 上質紙 55 ㎏、２～４枚目 ノーカーボン用紙 40 

      用紙の厚さは見本品と同等程度とする 

 

２ 数量 

（１）グラシン窓付封筒 

ア 緑色 7,000～8,000 枚 

イ 茶色 10,000～12,000 枚 

（２）区立住宅住まいのしおり 

    1,350 枚（内訳：新規入居者分 150 枚、全戸配布分 1,200 枚） 

   （令和８年４月以降に改訂版を作成・全戸配布を予定） 

（３）緊急連絡先周知用マグネット 

    1,350 枚（内訳：新規入居者分 150 枚、全戸配布分 1,200 枚） 

   （令和８年４月以降に改訂版を作成・全戸配布を予定） 

（４）口座振替依頼書 

    100 枚程度 

 

３ 納期限 

   新宿区指定の日付 

 

４ 納入場所 

   新宿区住宅課 

参考
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